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隆

は 

じ 

め 

に

　

現
在
、
私
は
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
お
け
る
オ
セ
ア
ニ
ア
華
僑
の
動
態
構
造
に
焦

点
を
絞
っ
て
研
究
し
て
い
る
。
い
わ
ば
本
稿
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
華
僑
に
続
く
第

二
弾
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
そ
の
開
拓
史
な
ど
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お

き
た
い
。
南
島
、
北
島
か
ら
形
成
さ
れ
る
面
積
が
二
六
・
八
万
平
方
キ
ロ
で
、
日
本

の
面
積
の
約
三
分
の
二
の
島
国
で
あ
る
。
一
六
四
二
年
オ
ラ
ン
ダ
人
探
検
家
タ
ス
マ

ン
（Tasm

an

）
が
最
初
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
発
見
し
た
と
さ
れ
る
。
だ
が
、

そ
の
時
は
ほ
と
ん
ど
注
目
を
浴
び
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
一
〇
〇
年
後
、

一
七
六
九
年
イ
ギ
リ
ス
の
航
海
家
Ｊ
・
ク
ッ
ク
（Jam

es Cook

）
が
上
陸
し
た
。

た
だ
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
こ
れ
を
太
平
洋
の
小
島
と
見
な
し
て
特
に
重
視
す
る
こ
と
も

な
か
っ
た
。
一
八
一
四
年
伝
道
師
Ｓ
・
マ
ー
ス
デ
ン
（S. M

arsden

）
が
布
教
を

始
め
、
原
住
民
マ
オ
リ
人
に
識
字
や
読
書
活
動
か
ら
開
始
し
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
に

マ
オ
リ
人
は
武
器
と
い
う
も
の
を
知
ら
ず
、
欧
州
人
が
移
住
し
て
か
ら
初
め
て
小

槍
、
刀
、
斧
な
ど
が
伝
わ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
世
紀
初
頭
に
西
欧
人
と
マ
オ
リ

人
と
の
衝
突
が
始
ま
っ
）
1
（
た
。

　

一
八
三
三
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー

ル
ズ
（「
紐
修
威
」）
州
の
管
轄
下
に
置
か
れ
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
行
政
官
吏
を
派
遣

し
た
。
そ
の
後
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
一
八
四
〇
年
二
月
、

す
な
わ
ち
ア
ヘ
ン
戦
争
開
始
以
前
、
イ
ギ
リ
ス
駐
在
官
Ｗ
・
ホ
ブ
ソ
ン
（W

illiam
 

H
obson

）
と
マ
オ
リ
人
が
ワ
イ
タ
ン
ギ
（W

aitangi

）
条
約
を
締
結
し
た
。
そ
の

結
果
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
ビ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
主
権
下
に
置
か
れ
、
イ
ギ
リ
ス

の
統
治
権
が
確
立
し
た
。
五
月
イ
ギ
リ
ス
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
併
合
を
宣
言
、

Ｗ
・
ホ
ブ
ソ
ン
が
初
代
総
督
と
な
り
、
首
都
を
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
に
置
い
た
。
五
二
年

正
式
に
議
会
、
立
法
会
を
有
す
政
府
が
成
立
し
、
州
政
府
六
ヵ
所
が
設
立
さ
れ
た
。

一
八
五
四
年
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
（「
奧
克
倫
」）
で
第
一
回
自
治
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
欧
州
か
ら
の
移
民
が
土
地
を
開
拓
し
、
農
場
や
羊
の
牧
場
に
変
え
て
い
く

の
に
対
し
、
五
八
年
北
島
ワ
イ
カ
ト
地
区
で
は
マ
オ
リ
人
の
部
族
連
合
に
よ
る
抵
抗

が
お
こ
な
わ
れ
、
六
〇
年
に
は
、
北
島
南
部
タ
イ
ラ
キ
で
首
長
キ
ン
ギ
指
揮
の
マ
オ

リ
人
五
〇
〇
〇
人
と
イ
ギ
リ
ス
軍
、
植
民
地
軍
、
志
願
兵
三
〇
〇
〇
人
が
戦
闘
を
開

始
し
、
北
島
全
島
を
巻
き
込
ん
だ
。
そ
の
後
も
八
一
年
ま
で
し
ば
し
ば
衝
突
し
、
散

発
的
な
戦
闘
が
続
い
）
2
（
た
。

　

南
島
で
は
、
一
八
六
一
年
オ
タ
ゴ
、
ウ
ェ
ス
ト
ラ
ン
ド
両
地
方
で
金
鉱
が
発
見
さ

れ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
来
る
採
金
者
も
増
大
、
金
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
主

要
輸
出
品
と
な
っ
た
。
六
五
年
首
都
が
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
か
ら
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
に
移
さ

れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
生
ま
れ
で
ユ
ダ
ヤ
系
の
Ｊ
・
ホ
ー
ゲ
ル
（Julius Vogelha

）
は
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道
路
、
鉄
道
、
電
信
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
推
進
し
、
ま
た
、
羊
、
小
麦
栽
培
も
盛
ん

に
な
り
、
農
牧
畜
の
基
礎
を
築
い
た
。
七
六
年
地
方
議
会
を
廃
止
し
、
こ
う
し
て
中

央
集
権
化
が
図
ら
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
民
意
識
が
次
第
に
形
成
さ
れ
た
。

九
一
年
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
流
れ
を
汲
む
自
由
党
政
権
が
成
立
、
大
土

地
所
有
者
を
地
盤
と
す
る
野
党
・
保
守
党
の
二
大
政
党
制
が
形
成
さ
れ
た
（
一
九
四

九
年
か
ら
は
労
働
党
、
国
民
党
の
二
大
政
党
で
現
在
も
続
く
）。
と
も
あ
れ
自
由
党

政
権
は
労
働
条
件
改
善
、
労
使
紛
争
の
調
停
機
関
の
新
設
、
年
金
制
度
を
実
現
し
、

特
筆
す
べ
き
こ
と
は
世
界
初
の
婦
人
参
政
権
を
確
立
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

て
、
社
会
に
お
け
る
歪
み
を
な
く
そ
う
と
革
新
的
政
策
を
次
々
と
実
現
し
、
社
会
福

祉
の
充
実
し
た
「
理
想
郷
」
を
目
指
し
た
の
で
あ
）
3
（

る
。
こ
う
し
た
政
策
は
高
く
評
価

さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
外
国
人
移
民
、
特
に
華
僑
な
ど
の
施
策
に
い
か
に
反
映
し
た
の

か
否
か
。
な
お
、
九
九
年
イ
ギ
リ
ス
に
求
め
ら
れ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
ボ
ー
ア

戦
争
に
派
兵
し
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
一
九
〇
一
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
結
成
に
加
わ
ら
ず
、
一
九
〇
七
年

「
自
治
領
」（D

om
inion

）
と
な
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と

の
連
合
軍AN

ZAC

を
組
織
し
、
ト
ル
コ
の
ガ
リ
ポ
リ
半
島
上
陸
作
戦
を
敢
行
し

た
。
こ
う
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
民
意
識
が
確
立
し
た
。
大
英
帝
国
の
大
洋
洲

に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
共
に
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
の
イ
ン
ド
、
香
港
な
ど
と

結
び
つ
け
、
人
口
移
動
、
資
本
、
情
報
、
お
よ
び
物
資
の
相
互
交
流
に
途
を
開
い

た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
自
体
が
戦
争
の
脅
威
を
感
じ
た
の
は
、
太
平
洋
戦
争
期
、

日
本
軍
が
隣
国
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
六
四
回
の
空
爆
、
潜
水
艦
に

よ
る
シ
ド
ニ
ー
砲
撃
だ
け
で
あ
る
。
結
局
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
土
に
は
直
接
の

脅
威
も
被
害
は
な
く
、
い
わ
ば
無
風
地
帯
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
は
「
国
際
協

調
」
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
「
大
英
帝
国
」
諸
国
家
と
共
同
歩
調
を
と
り
、
周
知
の

如
く
朝
鮮
戦
争
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
あ
る
い
は
一
九
八
二
年
の
イ
ギ
リ
ス
と
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
間
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
領
有
権
問
題
で
の
紛
争
で
は
一
方
的
に
イ
ギ
リ
ス
に

加
担
し
た
。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
関
連
地
域
は
図
１
の
通
り
。
主
に
北
島
の
オ
ー
ク
ラ

ン
ド
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
、
南
島
で
は
ダ
ニ
デ
ィ
ン
な
ど
に
集
中
す
る
傾
向
が
あ
っ

た
。
一
九
一
一
年
に
は
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
最
大
の
工
業
都
市

と
な
り
、
人
口
二
六
万
四
五
二
〇
人
で
、
全
人
口
の
二
六
％
を
占
め
た
。
主
要
な
商

店
街
は
ク
イ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
沿
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
か
な
り
大
規
模
な
華

僑
商
店
二
軒
も
存
在
し
）
4
（

た
。

　

で
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
ど
う
か
。
大
き
く
採

金
時
期
、
排
華
条
例
の
推
移
と
華
僑
の
地
位
、
お
よ
び
華
僑
家
族
史
な
ど
に
偏
重

し
、
戦
時
期
（1937 ‒45

）
は
少
な
）
5
（

い
。
本
稿
で
は
基
本
的
に
そ
れ
ら
を
押
さ
え
な

が
ら
も
、
主
要
な
関
心
は
戦
時
期
の
華
僑
動
態
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
史
料
や
関
連

文
献
が
少
な
い
状
況
で
は
あ
る
が
、
特
に
抗
日
戦
争
時
期
、
太
平
洋
戦
争
期
に
当
地

の
華
僑
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
、
ど
の
よ
う
な
動
態
を
示
し
た
の
か
。
そ
の

解
明
に
重
点
を
置
く
。
そ
の
際
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
そ
の
華
僑
と
の
関
係
を
常
に

念
頭
に
置
く
。
な
お
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
に
関
す
る
研
究
は
、
世
界
的
に
も

少
な
い
が
、
日
本
で
は
皆
無
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
斬
り
込
み
、
戦
時
期

を
中
心
に
世
界
的
視
野
か
ら
新
た
な
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
像
を
構
造
的
に
明
ら

か
に
し
た
い
。

　

こ
れ
ら
を
解
明
す
る
た
め
の
史
料
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
華
僑
自
身
が
出
し
た

華
字
新
聞
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、『
民
声
報
』（1921 ‒22

）
6
（年

）、『
屋
崙
僑
声
』

（1938 ‒45
）
7
（年
）、『
中
国
大
事
週
刊
』（1937 ‒45

）
8
（年

）、『
僑
農
月
刊
』（1949 ‒72年

）

で
あ
る
。
特
に
本
稿
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
抗
日
戦
争
時
期
と
太
平
洋
戦
争
期
に
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史
と
そ
の
特
質
（
菊
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出
て
い
た
『
屋
崙
僑
声
』
と
『
中
国
大
事
週
刊
』
で
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で

必
要
部
分
を
入
手
し
て
い
る
。
た
だ
今
回
は
時
間
と
紙
幅
の
関
係
か
ら
遺
憾
な
が
ら

使
用
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
華
僑
所
在
地
で
出
し
て
い
る
地
方
英
文
新
聞
に
も
気

を
配
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
）
9
（
う
。
そ
の
他
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
タ
ス
マ
ニ
ア
を
経
た

華
僑
動
向
を
探
る
た
め
、
ホ
バ
ー
ト
の
英
文
新
聞
も
調
査
し
）
10
（
た
。

一　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
略
史
と
特
質

　

で
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
華
僑
史
の
起
源
は
い
つ
か
。
李
海
蓉
に
よ
れ
ば
、

一
八
四
二
年
黄
鶴
廷
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ネ
ル
ソ
ン
（N

elson

、「
尼
爾
森
」）

に
到
着
し
た
時
と
す
）
11
（
る
。
初
期
の
華
僑
は
す

べ
て
広
東
人
で
同
郷
や
親
戚
で
あ
っ
た
。
中

国
や
英
領
香
港
か
ら
交
通
の
便
が
よ
く
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
経
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
に
や
っ
て
来
た
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
両
華
僑
は

多
く
の
類
似
性
を
も
っ
て
い
た
。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
タ
ゴ（O

tago

、

「
奧
太
谷
」、「
奧
塔
哥
」
と
漢
字
表
記
）
は

採
金
で
有
名
な
地
方
で
あ
る
。
一
八
五
〇
年

代
初
期
に
何
人
か
の
広
州
一
帯
の
中
国
人
が

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
向
か
っ
た
。
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
で
採
金
が
本
格
化
す
る
の
は
、

一
八
六
〇
年
南
島
で
金
鉱
が
発
見
さ
れ
た
以

降
で
あ
る
。
当
時
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は

金
鉱
の
産
量
は
す
で
に
下
降
線
を
辿
っ
て
お

り
、
そ
の
上
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
各
地
で
し

ば
し
ば
排
華
風
潮
が
発
生
し
、
華
僑
の
生
命

財
産
は
大
損
害
を
出
し
て
い
た
。
六
六
年
初
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頭
、
ダ
ニ
デ
ィ
ン
（D

unedin

、「
頓
尼
丁
」、
現
在
は
「
達
尼
丁
」
と
表
記
）
の
白

人
商
会
は
オ
タ
ゴ
州
議
会
の
批
准
後
、
華
工
の
雇
用
を
開
始
し
た
。
一
八
六
四
、
六

五
年
間
の
三
ヵ
月
間
に
金
の
収
穫
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
、
実
に
（
白
人
？
）
採
金

者
約
七
〇
〇
〇
人
が
採
金
地
区
を
去
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ダ
ニ
デ
ィ
ン
の
街
が
活
気

を
失
い
、
白
人
商
人
が
利
益
を
上
げ
ら
れ
な
い
状
態
に
陥
っ
た
。
そ
こ
で
、
ダ
ニ

デ
ィ
ン
市
商
会
は
放
棄
さ
れ
た
金
坑
道
を
再
採
掘
さ
せ
る
た
め
、
華
工
を
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
金
鉱
区
か
ら
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
招
く
こ
と
を
決
定
し
た
。
華
工
一
二

人
を
皮
切
り
に
、
多
く
の
華
工
が
集
ま
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
華
工
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
か
ら
来
た
者
の
外
、
広
東
省
か
ら
直
接
呼
び
寄
せ
た
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
時

期
、
華
工
は
大
歓
迎
さ
れ
た
。
華
工
は
白
人
労
働
者
が
放
棄
し
た
鉱
区
を
再
び
採
掘

し
始
め
）
12
（

た
。

　

華
工
は
低
報
酬
で
長
時
間
労
働
に
従
事
し
、
白
人
採
金
者
が
放
棄
し
た
廃
坑
で
大

き
な
成
果
を
上
げ
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
白
人
採
金
者
は
脅
威
を
抱
き
、
強
い
敵
意

を
示
し
始
め
た
。
例
え
ば
、「
亜
羅
塘
」（
ク
ロ
ン
ウ
ェ
ル
近
郊
の
ア
ラ
ト
ン
、「
阿

羅
敦
」
の
こ
と
か
）
の
採
金
者
協
会
長
は
「
排
華
演
説
」
の
中
で
「
我
々
は
自
由
人

だ
が
、
奴
ら
は
奴
隷
だ
！ 

我
々
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
が
、
奴
ら
は
無
神
論
者
だ
！ 

我
々
は
ブ
リ
テ
ン
人
だ
が
、
奴
ら
は
モ
ン
ゴ
ル
人
だ
！
」
と
叫
ん
だ
。
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
よ
う
な
大
規
模
な
暴
行
事
件
は
な
か
っ
た
が
、
少
人
数
で
の
暴
行
事
件
が
発

生
し
）
13
（

た
。「
モ
ン
ゴ
ル
人
」
云
々
は
モ
ン
ゴ
ル
人
を
ア
ジ
ア
系
の
代
表
者
と
見
な
し

て
い
る
か
、
中
国
人
、
日
本
人
を
含
め
て
「
モ
ン
ゴ
ル
系
」
と
称
し
て
い
る
の
か
、

も
し
く
は
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

表
１
に
よ
れ
ば
、
一
八
七
四
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
の
採
金
華
工
は
四
〇
二
七

人
で
、
全
華
僑
八
三
・
七
％
を
占
め
、
圧
倒
的
多
数
で
あ
っ
た
（
因
み
に
全
採
金
労

働
者
の
八
四
・
七
％
）。
一
八
七
八
年
三
三
九
八
人
、
八
六
年
二
一
七
〇
人
と
漸
減

し
、
一
九
〇
六
年
六
一
二
人
、
実
に
二
六
年
一
七
人
、
三
六
年
に
は
華
僑
二
九
四
三

人
中
、
実
に
一
六
人
、
〇
・
五
％
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
金
鉱
枯
渇
、
排

華
条
例
と
排
華
風
潮
な
ど
を
要
因
と
し
て
い
る
が
、
同
時
に
華
僑
の
他
業
種
へ
の
転

換
を
意
味
す
る
。

　

表
２
に
よ
れ
ば
、
一
八
六
七
年
華
僑
は
一
二
一
九
人
、
一
八
七
一
年
二
六
四
一
人

で
男
の
み
で
、
完
全
な
出
稼
ぎ
型
と
い
え
よ
う
。
一
八
七
四
年
四
八
一
六
人
で
あ

る
。
一
八
七
一
年
二
六
四
一
人
、
一
八
七
四
年
四
八
一
六
人
と
漸
増
し
た
。
そ
し

て
、
一
八
七
四
年
か
ら
九
一
年
は
四
〇
〇
〇
人
か
ら
五
〇
〇
四
人
の
間
で
あ
り
、
一

九
四
五
年
以
降
を
除
け
ば
、
華
僑
が
最
も
多
い
時
期
と
い
え
る
。
一
八
九
六
年
以

降
、
排
華
政
策
の
影
響
な
ど
も
あ
り
、
二
〇
〇
〇
〜
三
〇
〇
〇
人
台
で
推
移
す
る
。

女
の
占
め
る
割
合
は
一
八
七
四
年
二
人
を
皮
切
り
に
九
一
年
一
八
人
で
極
少
数
で

あ
っ
た
が
、
一
八
九
六
年
八
六
人
と
増
大
、
そ
の
後
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
一
九

一
一
年
八
八
人
、
一
六
年
一
三
〇
人
、
二
〇
年
二
〇
〇
人
、
三
六
年
五
一
一
人
、
四

五
年
に
は
一
二
五
四
人
に
増
大
す
る
。
こ
れ
は
華
僑
の
結
婚
な
ど
に
よ
る
定
住
型
が

漸
増
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
と
は
い
え
、
女
の
占
め
る
比
率
か
ら
見
る
と
、
多
く

な
っ
た
と
は
い
え
、
一
九
三
六
年
、
四
五
年
華
僑
全
体
の
二
、
三
割
に
留
ま
っ
た
。

ま
た
、
異
人
種
間
の
「
混
血
」
も
進
み
、
一
八
九
六
年
白
人
と
の
「
混
血
」
一
四
八

人
、
一
九
〇
一
年
一
〇
六
人
で
あ
る
。
一
九
一
六
年
以
降
の
「
混
血
」
は
白
人
と
特

定
し
て
お
ら
ず
、
白
人
、
先
住
民
の
マ
ウ
イ
人
（
後
述
）、
イ
ン
ド
人
、
東
南
ア
ジ

ア
人
な
ど
と
の
「
混
血
」
と
推
測
さ
れ
る
。

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
華
僑
制
限
政
策
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
そ
れ
を
大
体
追
随

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
八
五
四
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
初
の
排
華
運
動
が
ビ
ク

ト
リ
ア
州
ベ
ン
デ
ィ
ゴ
（Bendigo

、「
朋
地
谷
」）
地
方
で
発
生
し
た
。
当
地
の
居

住
民
が
排
華
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
大
会
を
開
催
し
、
こ
れ
を
契
機
に
五
五
年
初
の
華
僑
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表１　ニュージーランドの採金華工人数（1874‒1936）

年 採金華工数（人）（B） 華僑総数（人）（A） （B）／（A）(%)
1874 4,027 4,814 83.7
1878 3,398 4,424 76.8
1886 2,170 3,685 58.9
1906 612 2,573 23.8
1926 17 2,927 0.6
1936 16 2,943 0.5

出典：  陳翰笙主編『華工出国史料匯編』第８輯，中華書局，1984年，45頁。

表２　ニュージーランド華僑の男女比（1867‒1945）

年 男 女 （％） 計 備考
1867 1,219 1,219　
1871 2,641 2,641　
1874 4,814 2 0.0 4,816　 内，少数の「混血」を含む
1878 4,404 9 0.2 4,413※ 内，少数の「混血」を含む
1881 4,995 9 0.2 5,004※ 内，少数の「混血」を含む
1886 4,527 15 0.3 4,542　
1891 4,426 18 0.4 4,444　
1896 3,773 86 2.2 3,859　 内，中国人と白人の「混血」148人
1901 2,885 78 2.6 2,963　 内，中国人と白人の「混血」106人
1906 2,515 55 2.1 2,570　
1911 2,542 88 3.3 2,630　
1916 2,017 130 6.1 2,147　 内，「混血」135人
1920 2,170 200 8.4 2,370　 内，「混血」156人
1922 2,927 447 13.2 3,374　 内，「混血」288人
1936 2,437 511 17.4 2,943　 内，「混血」368人
1945 3,119 1,254 28.7 4,373　 内，「混血」567人

出典：  陳翰笙主編『華工出国史料匯編』第８輯，中華書局，1984年，46頁。な
お，％は全華僑人口に占める女の比率。※は実際算出した数字に従った。
「内，『混血』」とあるのは，白人，マウイ族，インド人，東南アジア人な
どとの「混血」と考えられる。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
歴
史
と
そ
の
特
質
（
菊
池
）

入
国
制
限
法
が
成
立
し
た
。
五
七
年
に
は

同
州
の
バ
ッ
ク
ラ
ン
ド
（Buckland

、

「
柏
克
侖
」）
地
方
で
大
規
模
な
排
華
運
動

が
あ
り
、
華
工
の
生
命
財
産
は
重
大
な
損

害
を
受
け
た
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス

ウ
ェ
ー
ル
ズ
州
ラ
ン
ビ
ン
グ
・
フ
ラ
ッ
ト

（Lam
bing 

Flat

、「
蘭
坪
洲
」）
で
有
名

な
排
華
事
件
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に

さ
ら
に
厳
し
い
排
華
法
令
が
出
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
種
々
の
状

況
と
法
令
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
や

排
華
政
治
家
に
利
用
さ
れ
）
14
（
た
。

　

劉
渭
平
に
よ
れ
ば
、
元
々
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
の
人
口
が
少
な
い
た
め
、
相
対
的

に
中
国
人
の
占
め
る
比
率
が
高
く
な
る
。

そ
こ
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
当
局
は
警

戒
し
、
民
間
で
も
排
華
の
声
が
高
ま
っ

た
。
初
期
の
排
華
は
民
族
差
別
で
は
な

く
、「
経
済
的
な
嫉
妬
」
か
ら
生
じ
た
と

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
人
の
華
人
反
対
は
多
く
は
個
人
的
な
も

の
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
よ
う
な
大
規

模
で
大
衆
的
な
排
華
運
動
や
不
幸
な
事
件

は
発
生
し
な
か
っ
た
。
結
局
、
ニ
ュ
ー
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部　

紀　

要　

第
四
八
号

ジ
ー
ラ
ン
ド
で
も
金
が
取
り
尽
く
さ
れ
、
華
工
は
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
（W

ellington

、

「
威
霊
頓
」）
な
ど
の
大
都
市
に
移
動
し
た
。
ま
た
、
排
華
の
雰
囲
気
の
中
で
華
工
は

多
勢
に
無
勢
で
や
む
な
く
行
商
を
経
て
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
料
理
店
、
雑
貨
店
な
ど
に

活
路
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。
特
に
華
工
の
多
く
は
元
来

中
国
で
農
民
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
験
を
生
か
し
、
野
菜
栽
培
な
ど
小
規
模
農
業
を
開

始
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
傾
向
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
類
似
す
る
。
一
時

期
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
各
大
都
市
で
は
日
常
の
野
菜
は
ほ
と
ん
ど
華
僑
に
依
拠

し
て
い
た
。
一
八
六
六
年
華
僑
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
南
島
の
移
住
者
が
日
に
日
に

多
く
な
り
、
言
語
、
生
活
習
慣
が
異
な
る
こ
と
か
ら
多
く
が
団
体
を
結
成
し
た
。
内

陸
部
の
ク
ロ
ン
ウ
エ
ル
（Crom

w
ell

、「
克
倫
威
爾
」）
を
含
み
各
地
に
大
小
の

チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
が
形
成
さ
れ
）
15
（

た
。

　

一
八
七
一
年
頃
、
華
僑
は
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
、
ダ
ニ
デ
ィ
ン
な
ど
の
新
興
都
市
に
流

入
し
、
肉
体
労
働
者
と
な
り
、
あ
る
い
は
野
菜
栽
培
、
果
樹
園
、
あ
る
い
は
販
売
を

お
こ
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
白
人
労
働
者
や
あ
る
部
分
の
市
民
の
反
対
を
惹
起
し

た
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
。

　

①
白
人
労
働
者
は
華
工
の
賃
金
が
低
廉
す
ぎ
、
必
然
的
に
労
働
者
全
体
の
生
活
水

準
を
低
下
さ
せ
る
。

　

②
中
国
人
の
品
性
は
不
道
徳
で
あ
る
。

　

③
有
色
人
種
は
劣
等
で
、
白
人
の
腐
敗
堕
落
に
影
響
を
及
ぼ
す
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
一
八
七
一
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
に
よ
る
調

査
は
対
照
的
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

　

①
中
国
人
は
勤
勉
節
約
で
あ
る
。

　

②
彼
ら
は
当
地
の
社
会
道
徳
や
安
全
に
何
ら
の
危
害
を
与
え
な
い
。
結
婚
相
手
は

最
下
層
の
欧
州
婦
女
だ
け
で
、
ビ
ク
ト
リ
ア
金
鉱
区
で
華
僑
と
結
婚
し
た
の

は
、「
愚
昧
」
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
女
で
あ
る
。

　

③
彼
ら
は
何
ら
の
特
別
な
伝
染
病
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
入
国
時
に

港
湾
で
健
康
診
断
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

　

④
彼
ら
は
肉
体
労
働
、
簡
単
な
仕
事
、
お
よ
び
農
業
な
ど
の
仕
事
に
非
常
に
適
し

て
い
る
。

　

⑤
中
国
人
は
ほ
と
ん
ど
が
採
金
労
働
の
た
め
に
来
て
お
り
、
欧
州
採
金
者
が
放
棄

し
た
坑
道
で
仕
事
を
継
続
し
て
い
る
。
通
例
と
し
て
（
一
人
）
一
〇
〇
ポ
ン
ド

を
貯
め
る
と
、
す
ぐ
に
中
国
に
帰
国
し
て
い
る
。
彼
ら
の
多
く
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
で
の
定
住
を
願
っ
て
い
な
）
16
（

い
。

　

一
八
七
八
年
に
も
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
議
会
で
は
、
華
僑
排
斥
派
と
華
僑
擁
護
派

の
熾
烈
な
対
立
が
あ
り
、
同
様
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
ま
ず
西
海
岸
採
金
者
の
利

益
を
代
表
す
る
議
員
が
華
僑
を
攻
撃
し
始
め
、
中
国
人
を
始
め
と
す
る
外
国
人
制
限

移
民
法
を
提
出
し
た
。
こ
の
時
も
国
会
内
の
意
見
は
統
一
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
華
僑
を
巡
っ
て
は
両
派
に
分
か
れ
た
。
一
派
は
各
区
鉱
山
労
働
者
の
代
表
、
も

う
一
派
は
地
主
、
商
人
や
職
業
団
体
の
代
表
で
あ
っ
た
。
前
者
は
華
僑
が
道
徳
的
に

も
問
題
が
あ
り
、「
生
活
が
不
衛
生
で
同
化
し
難
く
、
甚
だ
し
い
場
合
、
社
会
に
危

害
を
与
え
る
」
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
華
僑
が
「
癩
病
」（
ハ
ン
セ
ン
病
）
を
持

ち
込
む
上
、
国
民
の
生
活
水
準
を
低
下
さ
せ
る
、
と
非
難
し
た
。
他
方
、
後
者
は
華

僑
の
「
勤
労
誠
実
」
を
褒
め
称
え
、「
農
業
開
発
す
る
理
想
的
な
居
住
民
」
と
主
張

し
た
。
そ
の
上
で
華
僑
は
「
癩
病
」
を
持
ち
込
む
こ
と
も
、
国
民
の
一
般
的
な
生
活

水
準
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
も
「
事
実
無
根
」
と
断
言
し
た
。
当
時
、
移
民
部
長
Ｒ
・

ス
タ
ウ
ト
（Sir R. Stout

）
は
、「
当
地
で
良
好
な
居
留
民
に
な
ろ
う
と
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
出
身
地
は
決
し
て
重
要
で
は
な
い
」
と
断
言
し
て
い
）
17
（
る
。

　

看
過
で
き
な
い
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
「
白
豪
主
義
」
と
類
似
し
た
「
白
色
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
歴
史
と
そ
の
特
質
（
菊
池
）

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
」（W

hite N
ew
 Zealand

）
の
観
念
が
台
頭
し
て
き
た
こ
と

で
あ
る
。
一
八
八
八
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
「
排
華
ヒ
ス
テ

リ
ー
」
に
巻
き
込
ま
れ
、
朝
野
で
排
華
の
声
が
高
ま
っ
た
。
実
は
一
八
八
〇
年
代
に

中
国
人
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
口
に
占
め
る
割
合
は
僅
か
に
一
％
以
下
で
、
華
僑

入
国
も
す
で
に
減
少
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
華
僑
制
限
案
は
繰
り
返
し
提
起

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
八
八
〇
年
に
は
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
区
の
議
員
代
表

Ｒ
・
セ
ド
ン
（R. 

Seddon
、「
施
東
」
や
「
西
当
」
と
漢
字
表
記
）
指
導
で
入
国

制
限
運
動
が
展
開
さ
れ
、「
華
人
入
国
禁
止
」
議
案
を
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
中
国
移
民
は
「
民
族
純
粋
性
」
に
と
っ
て
危
険
で
あ
り
、
再
び
華
僑
に
は
ア

ヘ
ン
吸
飲
や
賭
博
な
ど
各
種
の
問
題
が
あ
る
と
し
て
攻
撃
し
た
。
Ｒ
・
セ
ド
ン
は
華

僑
移
住
に
強
硬
に
反
対
す
る
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
由
主
義
者
で
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス

ト
と
し
て
傑
出
し
た
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
社
会
改
革
の
「
偉
大
な
指
導
者
」

と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
白
人
の
枠
内
で
、
華
僑
を
含
む

ア
ジ
ア
人
に
対
し
て
は
差
別
主
義
者
と
し
て
の
顔
を
見
せ
）
18
（
た
。

　

ま
た
、
一
八
八
一
年
国
会
で
採
択
さ
れ
た
法
案
で
は
、「
一
〇
〇
ト
ン
」
の
汽
船

毎
に
華
僑
は
各
一
人
し
か
乗
船
で
き
な
い
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、「
一
〇
〇
〇
ト

ン
」
の
汽
船
に
は
僅
か
に
華
僑
一
〇
人
し
か
乗
船
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の

上
、
華
僑
一
人
毎
に
人
頭
税
が
「
一
〇
ポ
ン
ド
（
英
国
ポ
ン
ド
）」
徴
収
さ
れ
た
。

元
来
、
こ
の
法
案
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
一
八
五
五
年
に
施
行
さ
れ
た
法
案
を
模
倣

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ビ
ク
ト
リ
ア
州
通
過
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
汽

船
「
一
〇
ト
ン
」
で
華
僑
一
人
、
人
頭
税
「
一
〇
ポ
ン
ド
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
規
定
は
人
頭
税
が
同
額
で
あ
る
が
、
華
僑
の
乗
船
許
可
人
数

は
一
〇
分
の
一
と
な
り
、
極
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
）
19
（
た
。
一
八
九
三
年
Ｒ
・
セ
ド

ン
は
総
理
大
臣
に
就
任
す
る
と
、
よ
り
厳
し
い
「
中
国
移
民
制
限
入
国
議
案
」
を
三

年
続
け
て
提
出
し
、
一
人
当
た
り
「
一
〇
ポ
ン
ド
」
か
ら
「
一
〇
〇
ポ
ン
ド
」
に
増

額
す
る
関
連
議
案
も
提
出
し
）
20
（
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
華
僑
に
自
ら
団
結
す
る
必
要
性
を
認
識
さ
せ
た
。
ウ
ェ
リ
ン
ト

ン
や
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
な
ど
の
大
都
市
の
華
僑
団
体
は
友
好
人
士
と
連
絡
を
取
り
、
当

地
政
府
に
合
法
権
利
を
求
め
た
。
一
八
九
〇
年
八
月
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
の
華
僑
団
体
は

全
華
僑
を
代
表
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
と
国
会
に
対
し
て
華
僑
に
対
す
る
苛

酷
な
規
定
の
廃
止
と
合
法
的
な
待
遇
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
華
僑
の
一
定
程
度
の

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
移
住
は
中
英
条
約
で
決
め
ら
れ
た
合
法
的
な
も
の
と
主
張
し

た
。
そ
の
上
で
、
他
外
国
人
に
は
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
人
頭
税
「
一
〇
ポ
ン
ド
」
を

な
ぜ
華
僑
だ
け
が
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
不
公
平
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
）
21
（
た
。

　

二
〇
世
紀
に
な
っ
て
も
華
僑
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
は
続
き
、
一
部
の
人
々
の
偏

見
は
強
烈
と
な
っ
た
。
当
時
、
総
理
は
ジ
ョ
セ
フ
・
ウ
ォ
ー
ド
（Joseph W

ard

）

で
あ
り
、「
白
色
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
」
を
強
調
し
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
独

立
前
後
、
い
わ
ゆ
る
「
白
人
連
盟
」（W

hite Race League

）
も
成
立
し
た
。
そ

の
主
張
は
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
を
永
久
に
白
人
の
も
の
と
す
る
」
こ
と
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
い
か
な
る
有
色
人
種
、
と
り
わ
け
中
国
人
を
白
人
の
脅
威
と
見
な
し
た
。

連
盟
の
主
宰
者
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
内
各
地
に
存
在
し
、「
白
紐
主
義
」（「
紐

西
蘭
」
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
中
国
語
表
記
。
現
在
は
一
般
的
に
「
新
西
蘭
」
と

表
記
）
を
鼓
吹
し
、
華
僑
と
の
商
売
を
拒
絶
し
、
そ
の
商
店
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
）
22
（
た
。

　

ま
た
、
若
干
の
英
文
新
聞
は
華
僑
が
男
ば
か
り
で
女
が
占
め
る
割
合
は
異
常
な
ほ

ど
低
い
こ
と
（
表
２
を
参
照
さ
れ
た
い
）
を
と
り
あ
げ
、「
道
徳
面
で
の
犯
罪
」（
性

犯
罪
）
を
犯
し
や
す
い
証
明
に
な
る
と
断
じ
た
（
犯
罪
率
は
白
人
の
方
が
高
い
と
華

僑
側
は
反
論
し
て
い
る
）。
そ
の
後
、
さ
ら
に
「
白
紐
同
盟
」（W

hite 
N
ew
 

Zealand League
）
や
「
反
亜
会
」（Anti-Asiatie Society

）
を
組
織
化
し
た
。
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部　

紀　

要　

第
四
八
号

両
組
織
は
「
ア
ジ
ア
人
反
対
」、
と
り
わ
け
中
国
人
移
民
反
対
を
鮮
明
に
し
た
。
新

聞
も
頻
繁
に
「
黄
禍
論
」
を
掲
載
し
た
。
そ
し
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
一

九
〇
八
年
に
「
白
紐
」
政
策
を
採
択
し
、
国
会
で
ア
ジ
ア
系
移
民
を
厳
し
く
制
限
す

べ
き
こ
と
を
打
ち
出
し
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
は
複
数
の
政
党
が
あ
っ
た
け
れ

ど
も
、
こ
の
時
は
、
ア
ジ
ア
系
移
民
問
題
に
関
し
て
は
一
致
し
て
い
）
23
（

た
。

　

こ
う
し
て
、
一
九
〇
一
年
、
一
九
〇
四
年
、
一
九
〇
六
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

政
府
は
華
僑
入
国
制
限
強
化
の
新
法
案
を
矢
継
ぎ
早
に
施
行
し
た
。
そ
の
上
、
一
九

〇
七
年
一
一
月
政
府
は
新
た
な
修
正
法
案
を
提
出
し
、
広
範
な
英
語
の
語
学
検
定
を

す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
入
国
す
る
中
国
人
は
一
〇
〇
字
の
英
文
検
定
を
実
施
す

る
と
し
）
24
（

た
。

二　

孫
文
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑

　

こ
こ
で
は
、
孫
文
・
辛
亥
革
命
前
後
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
動
態
を
押
さ

え
て
お
き
た
い
。
一
九
一
〇
年
呂
傑
の
発
起
に
よ
り
孫
文
の
革
命
に
呼
応
す
る
た
め

ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
に
中
国
同
盟
会
が
設
立
さ
れ
た
。
朱
楷
、
袁
昆
、
黄
国
強
、
呂
芝
ら

一
二
人
が
加
入
し
た
。
一
年
後
、
黄
国
民
が
香
港
で
『
中
国
日
報
』
に
参
画
し
、
ま

た
呂
傑
ら
と
会
合
を
開
い
た
。
一
一
年
武
昌
起
義
後
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
中
国

同
盟
会
参
加
者
が
日
増
し
に
多
く
な
り
、
革
命
軍
へ
の
献
金
も
増
加
し
た
。
一
二
年

討
袁
（
世
凱
）
の
第
二
次
革
命
失
敗
後
、
中
国
同
盟
会
は
中
華
革
命
党
に
改
称
し

た
。
こ
の
後
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
『
澳
洲
民
国
報
』
の
主
筆
で
あ
る
伍
洪
培
、
編

輯
の
趙
平
鳴
は
討
袁
を
鼓
吹
し
た
た
め
、
袁
世
凱
擁
護
の
シ
ド
ニ
ー
領
事
曾
宗
鑒
は

「
反
乱
分
子
」
と
誣
告
し
た
上
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
彼
ら
二
人
の
海
外
追
放

を
求
め
た
。
か
く
し
て
、
伍
洪
培
は
中
国
に
帰
国
し
、
趙
平
鳴
は
友
人
の
援
助
を
得

て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
や
っ
て
き
た
。
一
五
年
八
月
趙
平
鳴
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
の
国
民
党
員
と
会
合
し
た
後
、
国
民
党
組
織
は
発
展
し
、
党
員
も
絶
え
ず
増
加

し
、
革
命
宣
伝
も
強
化
さ
れ
た
。
続
い
て
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
、
ワ
ン
ガ
ヌ
イ

（W
anganui

、
中
国
名
は
「
汪
架
雷
」）
両
市
に
前
後
し
て
区
分
部
が
成
立
し
、

ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
分
部
に
所
属
し
た
。
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
分
部
に
所
属
す
る
ハ
ミ
ル
ト
ン

（H
am
ilton

、「
漢
密
頓
」）
に
も
区
分
部
も
新
設
さ
れ
、
共
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
総

支
部
に
属
し
た
。
一
九
年
中
華
革
命
党
は
中
国
国
民
党
に
改
組
さ
れ
た
。
二
一
年
五

月
孫
文
は
広
州
で
臨
時
大
総
統
に
就
任
し
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
国
民
党
分
部
は
宣
伝
強

化
の
た
め
『
民
醒
報
』
を
創
刊
し
、
主
任
に
趙
平
鳴
、
編
輯
に
周
仲
麟
に
推
挙
し
、

孫
文
の
北
伐
を
支
持
し
）
25
（

た
。

　

孫
文
の
広
東
軍
政
府
の
広
東
軍
総
司
令
兼
省
長
で
広
東
地
方
重
視
の
陳
炯
）
26
（

明
が
、

北
伐
に
よ
り
中
国
統
一
を
重
視
す
る
孫
文
と
対
立
、
革
命
派
内
の
分
裂
が
明
白
に
な

る
。
一
九
二
二
年
六
月
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
発
動
、
総
統
府
を
砲
撃
し
た
。
陳
炯
明

は
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
失
敗
後
、
香
港
に
逃
亡
し
た
。
そ
こ
で
致
公
堂
の
指
導
権
を

簒
奪
し
て
海
外
各
地
の
致
公
堂
と
連
絡
を
つ
け
、
巻
き
返
し
を
は
か
っ
た
。
こ
の

時
、
孫
文
は
広
東
国
民
政
府
の
大
元
帥
で
あ
り
、
陳
安
仁
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
お
よ
び
大
洋
州
各
地
の
党
務
を
視
察
す
る
と
同
時
に
、
革
命

を
鼓
吹
し
た
。
他
方
、
陳
炯
明
も
各
地
に
派
遣
し
、
孫
文
反
対
を
表
明
し
た
。
華
僑

は
広
東
出
身
者
の
多
い
こ
と
か
ら
一
定
の
支
持
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
陳
安

仁
（
孫
文
派
か
）、
馬
小
駿
（
陳
炯
明
派
か
）
が
そ
れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に

派
遣
さ
れ
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
で
活
動
し
た
。
こ
の
結
果
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は

両
派
に
分
裂
、
対
立
が
激
化
し
た
。
致
公
堂
の
鍾
徳
寛
、
雷
維
楽
ら
を
中
心
に
陳
炯

明
支
持
を
明
確
に
し
、
中
華
会
館
に
も
陳
炯
明
支
持
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
国
民
党
中
核
分
子
の
周
炳
林
、
謝
巨
輝
、
趙
国
駿
は
孫
文
を

277
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
歴
史
と
そ
の
特
質
（
菊
池
）

擁
護
し
、
両
派
間
で
激
し
い
闘
争
が
展
開
さ
れ
た
。
だ
が
、
国
民
革
命
軍
の
北
伐
が

次
々
と
勝
利
を
収
め
る
に
伴
い
、
陳
炯
明
派
や
致
公
堂
は
日
増
し
に
勢
力
を
失
っ
て

い
っ
た
と
さ
れ
）
27
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
孫
文
ら
革
命
派
と
陳
炯
明
派
は
激
し
い
華
僑
争

奪
戦
を
演
じ
、
そ
れ
に
伴
い
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
も
熾
烈
な
対
立
が
生
ま
れ

た
。
そ
の
時
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
致
公
堂
は
南
北
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
致
公
堂
の
対

応
と
異
な
り
、
む
し
ろ
陳
炯
明
を
支
持
し
た
と
み
な
せ
よ
う
。

三　

第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
一
九
二
〇
年
代
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑

　

一
九
〇
七
年
、
一
九
〇
八
年
、
一
九
一
〇
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
の
移
民
法

は
し
ば
し
ば
修
正
さ
れ
た
が
、
大
き
な
変
更
点
は
少
な
か
っ
た
。
一
九
一
四
年
か
ら

一
八
年
ま
で
の
第
一
次
世
界
大
戦
期
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
も
参
戦
し
、
戦
争
に

忙
し
く
、
移
民
問
題
を
顧
み
る
余
裕
は
な
く
、
排
華
風
潮
は
収
ま
っ
て
い
た
。
だ

が
、
戦
争
が
終
わ
る
と
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
不
況
に
見
ま
わ
れ
、
失
業
者
が
多

く
、
再
び
排
華
風
潮
が
発
生
し
た
。
従
軍
兵
士
が
次
々
と
帰
国
し
た
が
職
が
な
く
、

彼
ら
は
華
僑
が
彼
ら
の
仕
事
を
奪
っ
て
い
る
と
怒
り
始
め
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
不

景
気
と
な
り
民
衆
生
活
は
困
窮
し
た
。
と
は
い
え
、
中
国
人
は
平
時
に
お
い
て
も
勤

倹
で
蓄
え
も
あ
り
、
生
活
は
相
対
的
に
安
定
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
当
地

の
人
々
の
不
満
を
募
ら
せ
、
反
華
言
論
を
惹
起
し
た
の
で
あ
）
28
（
る
。
実
は
当
時
華
僑
人

口
は
大
幅
に
減
少
し
て
お
り
、
一
九
一
六
年
に
は
二
一
四
七
人
で
、
す
で
に
一
八
六

七
年
以
降
の
最
低
人
数
に
陥
っ
て
い
た
（
表
２
）。

　

一
九
二
〇
年
の
修
訂
移
民
法
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
移
民
の

権
利
を
有
し
て
い
た
が
、
華
僑
の
永
久
居
住
権
取
得
を
完
全
に
禁
じ
た
。
華
僑
が
一

年
間
に
納
め
る
べ
き
人
頭
税
は
一
〇
万
ポ
ン
ド
に
達
し
た
。
か
く
し
て
、
二
六
年
以

降
の
二
〇
年
間
、
華
僑
で
永
久
居
住
権
を
得
た
者
は
皆
無
で
あ
る
。
中
国
人
に
は

六
ヵ
月
か
ら
二
年
間
の
「
臨
時
居
留
証
」
が
発
給
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
中
国
人
留

学
生
も
同
様
で
、
三
〇
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
の
進
学
が
許
可
さ
れ
た
が
、
一

年
間
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
延
長
願
い
を
出
さ
な
く
て
な
ら
な
い
。
ま
た
、
在

学
中
は
仕
事
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
）
29
（
い
。

　

こ
こ
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
国
民
党
機
構
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

　

一
九
二
一
年
上
半
期
に
中
国
国
民
党
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
分
部
が
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン

に
成
立
し
、
当
初
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ
ー
支
部
に
所
属
し
た
。
執
行
部
部

長
は
黄
培
、
副
部
長
は
周
炳
林
、
書
記
は
趙
平
鳴
と
周
方
錦
、
総
務
科
主
任
は
周
仲

麟
、
会
計
科
主
任
は
黄
同
発
、
評
議
部
議
長
は
陳
兆
芳
で
あ
っ
た
。
二
一
年
七
月
一

一
日
に
国
民
党
機
関
紙
と
し
て
『
民
声
報
』（
註（
6
）を
参
照
さ
れ
た
い
）
が
ウ
ェ

リ
ン
ト
ン
で
刊
行
さ
れ
た
。
続
い
て
三
〇
年
に
は
、
国
民
党
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
分
部
が

『
民
鋒
月
刊
』（“M

in 
H
ok 
Tim
es ”

）
を
刊
行
し
た
が
、
第
一
期
を
出
し
た
だ
け

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
文
新
聞
は
政
治
的
な
も
の
で
、
と
り
わ
け
海
外
国
民
党
員

と
の
連
絡
を
生
み
だ
し
、
か
つ
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
を
中
国
情
勢
と
政
治
闘
争

に
一
定
程
度
巻
き
込
む
契
機
に
な
っ
）
30
（
た
。

　

一
九
三
一
年
国
民
党
中
国
特
派
員
の
余
俊
賢
が
大
洋
洲
各
地
の
党
務
を
視
察
後
、

各
地
の
国
民
党
組
織
は
発
展
し
た
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
の

楊
湯
城
、
郭
期
頤
を
含
め
、
二
〇
〇
人
余
の
国
民
党
員
が
い
）
31
（
た
。

　

と
こ
ろ
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
華
僑
団
体
と
し
て
は
、
採
金
時
代
に
多
数
の
幇

が
存
在
し
た
。
幇
の
構
成
員
は
同
一
の
族
姓
、
あ
る
い
は
同
一
の
県
や
郷
村
出
身
者

で
あ
る
。
姓
は
余
、
黄
、
楊
が
多
く
、
彼
ら
が
組
織
し
た
会
館
は
東
増
会
館
（
東

莞
、
増
城
）、
番
花
会
館
（
番
禺
、
花
県
）
と
江
夏
会
館
で
あ
る
。

　

㈠ 

四
邑
会
館：
四
邑
と
は
新
会
、
台
山
、
開
平
、
恩
平
四
県
の
通
称
で
あ
り
、

276



─　  （　）─10

愛
知
学
院
大
学
文
学
部　

紀　

要　

第
四
八
号

四
県
出
身
華
僑
が
組
織
し
た
団
体
で
あ
る
。
四
邑
華
僑
は
一
九
世
紀
末
に
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
に
来
て
か
ら
、
そ
の
足
跡
は
全
土
に
及
ぶ
。
清
が
弱
体
で
外
交
面
で
も

弱
か
っ
た
た
め
、
常
に
各
種
の
凌
辱
を
受
け
て
き
た
。
そ
こ
で
、
四
邑
華
僑
の
有
識

分
子
が
団
結
の
必
要
を
感
じ
、
ま
ず
民

書
報
社
を
新
設
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
団
結

を
図
り
、
集
会
を
開
催
し
て
書
報
を
閲
読
し
、
言
語
を
学
び
、
知
識
を
広
げ
）
32
（

た
。

　

㈡　

番
花
会
館：
広
東
省
番
禺
、
花
県
、
従
化
三
県
出
身
者
に
よ
る
団
体
で
あ

る
。
清
朝
同
治
年
間
の
一
八
六
四
年
か
ら
七
五
年
に
成
立
し
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
南
島
の
鉱
区
の
ラ
ウ
レ
ン
ス
（Laurence

、
中
国
名
「
労
倫
斯
」）
に
会
所
を
設

け
た
が
、
番
禺
出
身
者
が
主
で
あ
り
、
花
県
、
従
化
両
県
出
身
者
を
糾
合
し
た
。
番

花
会
館
は
金
鉱
が
枯
渇
す
る
と
、
華
工
達
は
次
々
と
当
地
を
離
れ
た
た
め
、
不
可
避

的
に
衰
退
し
た
。
二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
華
僑
は
北
島
に
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、
特

に
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
に
集
中
し
た
。
一
九
二
二
年
以
降
の
新
華
僑
は

若
者
が
多
く
、
従
来
の
華
僑
に
比
し
て
教
育
水
準
が
高
か
っ
た
。
彼
ら
は
集
ま
れ
る

場
所
を
望
ん
だ
た
め
、
二
七
年
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
で
会
館
を
復
活
し
、「
番
禺
会
館
」

と
名
付
け
た
。
会
則
に
「
凡
そ
本
会
に
共
鳴
す
る
者
は
加
入
し
て
会
員
に
な
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
し
て
花
県
、
従
化
県
出
身
者
も
加
入
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
当
初
の

会
館
指
導
者
は
周
利
和
、
楊
浩
林
、
蘇
容
星
、
周
利
傑
ら
で
あ
っ
た
。
会
館
は
相
互

連
絡
、
相
互
扶
助
の
外
、
先
人
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
毎
年
春
夏
に
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
で

墓
掃
除
を
実
施
し
、
団
結
力
を
強
め
た
。
そ
の
他
、
中
国
の
故
郷
に
対
す
る
慈
善
活

動
が
活
発
で
絶
え
ず
資
金
援
助
を
お
こ
な
っ
）
33
（

た
。

　

㈢　

東
増
会
館：

一
九
二
六
年
に
成
立
し
、
会
員
は
広
東
省
東
莞
、
増
城
両
県
出

身
の
華
僑
で
あ
る
。
会
館
設
立
の
発
起
人
は
陳
田
、
呉
堯
緒
、
呉
平
灼
ら
で
あ
り
、

か
な
り
裕
福
で
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
街
に
会
所
の
建
物
を
購
入
で
き

た
。
賛
同
者
は
六
〇
人
余
で
あ
る
。
東
増
会
館
の
第
一
回
会
長
は
黄
樹
培
で
、
第
二

回
が
陳
田
で
あ
る
。
そ
の
宗
旨
は
相
互
扶
助
、
紛
争
解
決
、
慈
善
公
益
事
業
の
推

進
、
華
僑
大
衆
の
福
利
な
ど
で
あ
っ
た
。
東
増
会
館
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
比
較

的
に
規
模
が
あ
り
、
健
全
な
華
僑
団
体
で
主
導
的
役
割
を
果
た
し
）
34
（

た
。

　

㈣　

岡
州
会
館：

新
会
（
新
会
県
の
旧
称
は
「
岡
州
」
で
あ
る
）
会
館
の
別
称

で
、
一
九
二
一
年
に
設
立
さ
れ
た
。
会
員
は
広
東
省
新
会
県
出
身
の
華
僑
で
、
多
く

が
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
に
い
た
こ
と
か
ら
会
所
も
こ
こ
に
設
置
し
た
。
そ
の
宗
旨
は
会
員

と
の
連
絡
、
相
互
扶
助
、
紛
糾
解
決
、
中
国
の
故
郷
建
設
支
援
、
お
よ
び
公
益
事
業

振
興
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
活
動
は
そ
の
他
の
華
僑
団
体
と
共
に
、
当
地
の
華
僑
社
会

の
仕
事
に
参
与
し
）
35
（

た
。

　

そ
の
他
、
前
述
し
た
宗
教
秘
密
結
社
の
致
公
堂
や
キ
リ
ス
ト
教
団
体
が
存
在
し

た
。

　

㈠　

致
公
堂：

一
九
〇
七
年
頃
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
、「
卡

佐

治
」（
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
の
こ
と
？　

現
在
は
「
克
頼
斯
特
徹
奇
」、
あ
る
い
は

「
基
督
城
」
と
漢
字
表
記
）
の
三
市
に
存
在
し
、
か
な
り
活
発
な
政
治
色
の
強
い
団

体
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
の
会
所
指
導
者
は
周

、
楊
万
、
黃
品
雲
、
鍾
徳

寛
、
雷
維
楽
ら
で
あ
り
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
会
所
の
指
導
者
は
甄
旭
賢
、
甄
曾
賢
、
董

梅
渓
、
陳
苟
ら
で
あ
っ
た
。「
卡

佐
治
」
会
所
の
指
導
者
は
劉
鑒
、
楊
成
九
、
余

子
玉
ら
で
あ
っ
）
36
（

た
。

　

㈡　

キ
リ
ス
ト
教：

一
八
七
一
年
前
後
に
多
く
の
金
採
掘
の
華
工
が
や
っ
て
来
た

が
、
重
労
働
で
悲
惨
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
欧
州
か
ら
来
た
幾
人
か
の
キ
リ
ス
ト

教
宣
教
師
が
華
工
に
同
情
し
、
一
方
で
布
教
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
華
工
の
困
難

な
問
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
が
、
華
工
が
キ
リ
ス

ト
教
に
接
し
た
始
ま
り
で
あ
る
。
華
工
は
元
来
、
中
国
の
農
民
で
あ
り
、
教
育
を
ほ

と
ん
ど
受
け
て
お
ら
ず
、
文
化
水
準
も
低
か
っ
た
。
生
活
の
た
め
の
労
働
に
迫
ら

275
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
歴
史
と
そ
の
特
質
（
菊
池
）

れ
、
英
語
は
僅
か
な
生
活
用
語
し
か
分
か
ら
ず
、
甚
だ
し
い
場
合
、
全
く
話
せ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
宣
教
師
は
布
教
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
ま
ず
言
語
上
の
問
題
を
解

決
す
る
必
要
が
あ
り
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
長
老
会
に
援
助
を
求
め
た
。
長
老
会
は
欧

州
系
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
中
国
に
送
り
、
中
国
語
を
学
ば
せ
る
よ
う
指
示
し
た
。
そ
こ

で
、
広
州
に
白
人
鉱
山
労
働
者
の
息
子
で
二
四
歳
の
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ド
ン

（Alexander 
D
on

）
を
派
遣
し
、
一
年
半
広
東
語
を
学
ば
せ
た
。
病
気
の
た
め
一

旦
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
戻
っ
た
が
、
八
九
年
今
度
は
白
人
神
職
者
四
人
と
二
、
三

人
の
中
国
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
同
伴
し
て
再
度
広
州
に
戻
り
、
布
教
活
動
を
大
々
的

に
お
こ
な
う
と
同
時
に
、
郊
外
に
教
会
学
校
を
設
立
し
た
。
そ
し
て
、
ア
レ
キ
サ
ン

ダ
ー
は
華
工
の
故
郷
で
あ
る
番
禺
県
で
布
教
を
始
め
、
一
九
〇
一
年
キ
リ
ス
ト
教
会

を
建
て
、
か
つ
教
会
学
校
二
校
と
普
恵
医
院
な
ど
を
創
設
し
た
。
だ
が
、
当
地
の
農

民
は
仏
教
、
道
教
を
信
仰
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
よ
う
と
は
し
な

か
っ
た
。
そ
の
上
、
一
部
の
白
人
宣
教
師
が
横
柄
で
当
地
民
衆
の
恨
み
を
か
い
、
反

キ
リ
ス
ト
教
の
多
く
の
抵
抗
に
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
普
恵
医
院
は
西
洋
医
カ
ー
ク

（Kirk

）
が
創
立
し
、
最
新
式
の
設
備
を
導
入
し
た
。
か
つ
同
医
院
で
生
ま
れ
た
畢

振
華
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
医
学
を
学
ん
だ
後
、
一
九
三
〇
年
代
に
こ
こ
で
医
者

と
な
り
、
評
判
を
高
め
た
。
こ
う
し
て
布
教
も
徐
々
に
順
調
に
な
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
三
八
年
日
本
軍
が
広
州
を
占
領
し
た
。
そ
の
時
、
キ
リ
ス
ト
教
会
関
係
者
が

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
へ
の
避
難
し
て
き
た
難
民
申
請
に
助
力
し
）
37
（
た
。
こ
の
よ
う

に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
の
布
教
と
い
う
よ
り
華
僑
出
身
地
で
の
布
教
で
あ
り
、

問
題
を
孕
み
な
が
ら
も
学
校
や
医
院
設
立
に
も
尽
力
し
て
い
る
。

　

一
九
二
八
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
連
合
会
は
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
に
成
立
し
た
。

丁
度
そ
の
時
、
中
国
領
事
呉
勤
訓
が
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
に
着
任
し
た
。
当
時
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
に
は
、
統
一
し
た
社
会
団
体
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
中
華
会
館
も
四

年
前
に
解
散
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
僅
か
な
同
郷
会
が
そ
れ
ぞ
れ
分
散
的
に
や
っ
て
お

り
、
相
互
団
体
間
で
団
結
、
協
力
す
る
姿
勢
に
欠
け
て
い
た
。
呉
勤
訓
の
領
事
就
任

の
歓
迎
会
も
各
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
主
催
し
、
共
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
こ
と
に
楊
湯
城
ら
華
僑
指
導
者
の
一
部
は
心
を
痛
め
、
呉
領
事
に
彼
が
前
面
に
出

て
華
僑
統
一
組
織
を
新
設
す
る
よ
う
に
進
言
し
た
。
こ
う
し
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
華
僑
連
合
会
（
そ
の
後
、「
華
僑
連
合
総
会
」
と
改
称
）
が
成
立
し
た
。
そ
し

て
、
呉
領
事
が
会
務
を
主
宰
し
、
彼
を
加
え
て
番
花
会
館
の
謝
巨
輝
、
楊
湯
城
、
曹

樹
球
、
周
才
錦
の
四
人
、
東
増
会
館
の
郭
期
頤
、
呉
堯
緒
、
黃
文
竹
、
関
烘
森
の
四

人
、
四
邑
会
館
の
梅
栄
、
余
華
、
陳
栢
業
、
陳
検
業
、
王
子
堂
、
廖
瓊
彬
ら
六
人
の

計
一
五
人
が
第
一
回
委
員
と
な
っ
た
。
華
僑
連
合
会
新
設
に
よ
り
新
た
な
段
階
に

入
っ
た
。
一
九
三
二
年
前
後
、
領
事
は
保
君
皋
が
呉
勤
訓
と
交
替
し
て
就
任
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
郭
期
頤
が
会
長
、
周
礼
才
が
副
会
長
に
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
た
。
第
一
次

上
海
事
件
の
際
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
連
合
会
も
す
ぐ
さ
ま
呼
応
し
、
献
金
、

物
資
献
納
に
よ
っ
て
十
九
路
軍
を
支
援
し
）
38
（
た
。

　

農
業
方
面
で
は
、
オ
タ
ゴ
州
会
所
在
地
の
ダ
ニ
デ
ィ
ン
（D

unedin

、「
達
尼

丁
」）
市
に
は
、
一
九
三
七
年
以
前
は
少
数
の
致
公
堂
員
、
国
民
党
員
が
い
た
が
、

一
つ
の
華
僑
青
果
同
業
会
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
華
僑
団
体
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
日

本
が
対
中
軍
事
侵
略
を
開
始
し
、
一
九
三
一
年
満
洲
（「
九
・
一
八
」）
事
変
を
引
き

起
こ
し
、
続
い
て
三
二
年
一
月
に
第
一
次
上
海
事
変
が
勃
発
し
て
十
九
路
軍
が
日
本

軍
に
反
撃
す
る
と
、
こ
れ
を
契
機
に
ダ
ニ
デ
ィ
ン
市
の
華
僑
は
抗
日
献
金
活
動
を
お

こ
な
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
華
僑
有
識
者
が
さ
ら
な
る
団
結
の
必
要
と
、
華
僑
団
体

を
緊
急
に
成
立
さ
せ
る
必
要
を
感
じ
た
。
三
四
年
楊
湯
城
は
中
国
に
帰
国
し
、
再
び

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
戻
る
と
、
ダ
ニ
デ
ィ
ン
「
太
平
洋
青
果
店
」
工
作
を
始
め

た
。
三
五
年
楊
湯
城
は
ダ
ニ
デ
ィ
ン
市
の
幾
人
か
の
華
僑
指
導
者
と
、
同
市
の
「
区
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愛
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紀　

要　

第
四
八
号

他
哠
・
修
付
侖
」
華
僑
連
合
会
（
連
合
総
会
設
立
後
、
そ
の
「
区
他
哠
・
修
付
侖
」

支
会
と
な
る
）
の
組
織
化
を
発
起
し
た
。
そ
し
て
、
徐
鏡
廉
、
楊
湯
城
、
黃
灼
光
ら

二
一
人
を
、
第
一
回
執
行
委
員
に
選
出
し
、
会
長
、
副
会
長
に
は
そ
れ
ぞ
れ
徐
鏡

廉
、
伍
伯
廉
が
就
任
し
）
39
（

た
。

　

な
お
、
学
校
教
育
に
関
し
て
は
、
一
九
二
七
年
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
国
民
党
分
部
は
華

天
夜
学
校
と
閲
書
報
社
の
運
営
を
開
始
し
、
華
僑
の
中
国
語
教
育
と
革
命
建
国
思
想

を
宣
伝
し
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
華
僑
教
育
に
関

す
る
史
料
は
極
め
て
少
な
い
。
華
僑
数
が
少
な
い
関
係
で
、
他
諸
国
に
比
し
て
戦
時

期
は
華
僑
学
校
、
華
僑
教
育
が
進
展
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
ろ

う
。

　

た
だ
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
総
領
事
館
が
外
交
部
に
提
出
し
て
い
る

案
（
一
九
四
六
年

二
月
一
日
）
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
か
ら
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
学

校
に
つ
い
て
四
五
年
七
月
段
階
、
す
な
わ
ち
戦
争
末
期
の
状
況
が
わ
か
る
。
要
約
す

る
と
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
教
育
は
近
年
進
展
中
で
あ
り
、
華
僑
が
多
い
年
で

は
華
僑
団
体
付
設
の
学
校
が
五
ヵ
所
あ
る
。
そ
れ
ら
は
国
文
（
中
国
語
）、
歴
史
・

地
理
を
教
え
る
夜
間
補
習
学
校
で
あ
り
、
完
全
で
は
な
く
、
充
実
、
改
善
の
必
要
が

あ
る
。
現
在
、
学
齢
に
達
し
た
華
僑
子
女
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
公
立
・
私
立
の

大
学
、
中
小
学
校
に
通
い
卒
業
し
て
い
る
（
高
校
は
中
学
校
に
包
括
）。
こ
れ
ら
学

校
制
度
と
水
準
は
イ
ギ
リ
ス
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
課
外
に
国
文
と
地
理
・

歴
史
を
学
べ
る
の
は
華
僑
学
校
の
あ
る
都
市
居
住
華
僑
の
子
弟
の
み
で
あ
る
。
も
し

正
式
に
華
僑
中
小
学
校
を
新
設
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
教
員
人
材
確
保
と
創
立
費
、
運

営
費
の
問
題
で
あ
る
。
経
常
費
は
莫
大
で
、
華
僑
だ
け
で
は
支
え
き
れ
な
い
。
ま
た

土
地
租
借
の
問
題
も
あ
る
。
さ
ら
に
小
都
市
や
郷
村
の
華
僑
子
弟
を
ど
の
よ
う
に
し

て
都
市
の
華
僑
学
校
に
通
わ
せ
る
か
も
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

籍
華
僑
子
弟
は
募
集
で
き
な
い
の
か
、
も
し
華
僑
学
校
か
ら
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の

学
校
に
転
学
、
も
し
く
は
進
学
で
き
る
の
か
。
時
期
が
来
た
ら
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

政
府
と
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
40
（

い
。
こ
の
よ
う
に
華
僑
学
校
は
「
進
展
」
し
て
い

る
と
し
な
が
ら
も
未
発
達
で
あ
っ
た
。
戦
争
末
期
に
な
っ
て
も
華
僑
団
体
に
付
設
す

る
夜
間
の
塾
的
な
課
外
学
校
五
校
し
か
な
く
、
充
分
な
基
礎
を
築
い
て
い
る
と
は
到

底
い
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
教
師
数
、
そ
の
略
歴
、
児
童
、
生
徒
数
等
々
は
不
明

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
学
校
の
目
的
は
中
国
と
の
関
係
を
重
視
す
る
も
の
で
、
中

国
語
、
歴
史
・
地
理
を
通
し
て
中
国
の
習
慣
、
伝
統
を
学
ば
せ
る
こ
と
に
主
眼
が
置

か
れ
て
い
た
。

四　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
待
遇
改
善
と
職
業
変
遷

　

ま
ず
、
こ
こ
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
政
治
情
勢
を
見
る
と
、
一
九
一
六
年
労
働

党
の
結
成
以
降
、
大
き
な
変
化
が
現
れ
た
。
労
働
党
指
導
者
は
人
種
平
等
の
理
想
実

現
を
掲
げ
た
。
一
九
三
五
年
に
初
の
サ
ベ
ー
ジ
（M

. J. Savage

）
の
労
働
党
政
府

が
成
立
し
、
三
六
年
養
老
年
金
を
増
額
し
た
際
、
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
系
の
英
国
臣
民

も
養
老
年
金
を
受
け
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
三
八
年
に
は
、「
社
会
安

全
法
案
」
で
は
中
国
人
も
種
々
の
社
会
福
利
、
例
え
ば
、
就
業
、
医
療
免
費
、
病
気

期
間
の
労
賃
取
得
な
ど
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
っ
）
41
（

た
。

　

華
僑
の
職
業
面
で
も
前
述
の
如
く
変
化
が
現
れ
た
。
一
八
八
〇
年
代
に
は
中
国
人

の
主
要
職
業
は
採
金
で
あ
っ
た
が
、
一
九
三
六
年
度
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
①
果
樹
園

や
野
菜
栽
培
、
②
青
果
小
売
商
、
③
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
屋
の
三
つ
が
主
要
な
職
種
と

な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
青
果
栽
培
が
九
一
四
人
（
約
３
分
の
１
）、
青
果
小
売

店
が
六
一
八
人
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
屋
が
二
〇
〇
人
、
残
り
の
約
五
〇
〇
人
が
各
種
職
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
歴
史
と
そ
の
特
質
（
菊
池
）

業
に
就
い
て
い
）
42
（
た
。
こ
の
よ
う
に
特
に
青
果
栽
培
が
最
も
活
力
が
あ
っ
た
。
彼
ら
は

土
地
を
租
借
す
る
と
、
馬
一
頭
、
ス
コ
ッ
プ
な
ど
簡
単
な
農
具
で
土
地
を
耕
し
た
。

あ
る
者
は
牛
や
羊
の
牧
畜
業
を
兼
営
し
た
。
彼
ら
の
多
く
は
中
国
の
農
民
出
身
で

あ
っ
た
た
め
、
耕
作
や
牧
畜
に
優
れ
て
い
た
。
ま
た
、
あ
る
者
は
故
郷
か
ら
多
く
の

野
菜
の
種
子
を
持
っ
て
き
た
。
そ
の
上
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
気
候
は
良
好
で
、

土
地
も
肥
沃
で
あ
っ
た
た
め
、
各
種
の
野
菜
や
果
物
は
栽
培
は
順
調
で
、
都
市
や
農

村
の
民
衆
に
供
給
し
た
。
あ
る
華
僑
は
華
農
と
連
携
し
、
青
果
販
売
商
店
を
経
営
し

た
。
ま
た
、
あ
る
者
は
自
ら
栽
培
し
、
か
つ
青
果
小
売
店
を
経
営
し
た
。
こ
の
よ
う

に
発
展
し
、
白
人
の
同
業
者
を
上
回
っ
た
た
め
に
、
不
満
を
惹
起
し
た
。
そ
こ
で
、

ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
で
の
排
華
風
潮
が
起
こ
っ
た
時
、
白
人
の
青
果
業
者
が
そ
れ
に
参
加

し
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
消
費
者
で
あ
る
都
市
の
白
人
は
そ
れ
に
組
み
せ
ず
、

排
華
風
潮
は
収
ま
っ
）
43
（
た
。

　

こ
こ
で
看
過
で
き
な
い
こ
と
は
、
欧
州
系
白
人
が
主
導
社
会
の
中
で
原
住
民
の
マ

オ
リ
人
は
長
期
に
わ
た
っ
て
社
会
の
「
縁
」（
周
辺
地
区
）
に
逐
い
や
ら
れ
、
経
済

的
地
位
は
低
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
同
様
に
社
会
の
「
縁
」
に

逐
い
や
ら
れ
た
華
僑
と
接
触
す
る
機
会
が
生
じ
た
。
華
僑
は
菜
園
経
営
の
際
、
マ
オ

リ
人
と
相
互
依
存
関
係
が
生
じ
た
。
華
僑
は
公
民
権
が
な
い
た
め
、
土
地
を
購
入
す

る
術
が
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
華
僑
は
マ
オ
リ
人
部
落
が
所
有
す
る
土
地
を
租
借

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
貧
窮
に
苦
し
む
マ
オ
リ
人
は
土
地
を
貸
し

出
し
、
か
つ
華
僑
経
営
菜
園
で
雇
用
さ
れ
る
こ
と
で
二
重
に
収
入
を
得
る
こ
と
が
で

き
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
必
然
的
に
菜
園
で
働
く
華
工
青
年
と
マ
オ
リ
人
の
娘
と
の

恋
愛
感
情
が
生
ま
れ
た
。
結
婚
ま
で
至
る
の
は
多
く
は
な
い
と
は
い
え
、
彼
ら
の
子

女
は
「
混
血
」
と
し
て
一
定
数
存
続
し
続
け
る
こ
と
に
な
）
44
（
る
。

五　

抗
日
戦
争
の
勃
発
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑

　

一
九
三
七
年
七
月
七
日
盧
溝
橋
事
件
の
勃
発
後
、
日
本
軍
の
南
下
に
と
も
な
い
華

僑
の
故
郷
で
あ
る
広
東
省
は
日
増
し
に
危
険
な
状
況
に
陥
っ
た
。
華
僑
総
会
、
中
国

総
領
事
館
、
お
よ
び
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト
教
長
老
会
は
共
同
で
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
に
働
き
か
け
、
華
僑
家
族
を
「
難
民
身
分
」
と
し
て
受
け
入
れ
、

戦
後
に
永
久
居
住
権
を
与
え
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
一
八
八
一
年
以
来
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
人
頭
税
方
式
で
華
僑
の
入
国
を
厳
し
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
き

た
。
そ
こ
で
、
早
期
の
入
国
華
僑
は
青
壮
年
男
子
に
限
ら
れ
、
そ
の
妻
子
の
多
く
は

中
国
の
故
郷
に
留
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
日
中
全
面
戦
争
、

第
二
次
世
界
大
戦
、
太
平
洋
戦
争
と
続
き
、
そ
れ
契
機
に
状
況
が
一
変
し
た
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
多
く
の
中
国
人
婦
女
子
を
「
難
民
身
分
」
で
の
入
国
を

許
可
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
後
、
人
頭
税
は
廃
止
さ
れ
）
45
（
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

華
僑
史
に
と
っ
て
臨
時
的
な
出
稼
ぎ
型
の
男
優
位
の
社
会
か
ら
、
家
族
社
会
へ
と
大

転
換
す
る
分
水
嶺
と
な
っ
た
。

　

三
七
年
七
月
二
五
日
ダ
ニ
デ
ィ
ン
市
の
「
区
他
哠
・
修
付
侖
」
華
僑
連
合
会
は
連

合
会
経
費
か
ら
五
〇
英
ポ
ン
ド
を
「
盧
溝
橋
の
抗
日
将
兵
慰
労
費
」
と
し
て
拠
出

し
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
の
中
国
領
事
館
を
経
て
南
京
に
為
替
送
付
し
た
。
続
い
て
八
月

一
日
当
地
の
華
僑

款
抗
戦
救
国
大
会
を
開
催
し
た
。
楊
湯
城
が
主
宰
し
、
参
会
者

は
一
〇
〇
人
余
に
上
っ
た
。
こ
の
場
で
最
初
に
「
抗
日
救
国
第
一
回
献
金
」
を
提
起

し
、
ま
ず
楊
湯
城
は
三
〇
英
ポ
ン
ド
、
ま
た
、
楊
文
煊
、
鄧
大
椿
も
各
三
〇
英
ポ
ン

ド
を
献
金
し
、
そ
の
他
の
参
会
者
も
多
く
が
五
英
ポ
ン
ド
や
一
〇
英
ポ
ン
ド
を
出

し
、
認
捐
計
一
一
七
九
英
ポ
ン
ド
に
上
っ
た
。
会
議
で
は
、
長
期
救
国
献
金
の
「
星
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部　

紀　

要　

第
四
八
号

期
額
捐
」
と
し
て
、
商
店
主
は
毎
週
五
〇
英
ペ
ン
ス
、
労
働
者
は
一
週
間
賃
金
の
一

割
を
拠
出
す
る
こ
と
を
決
議
し
）
46
（

た
。

　
「
区
他
哠
・
修
付
侖
」
華
僑
連
合
会
は
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
華
僑
連
合
会
と
共
同
で
当

時
の
中
国
領
事
汪
豊
に
対
し
て
文
書
で
、
全
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
救
国
代
表
大

会
の
開
催
を
建
議
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
汪
は
各
地
の
華
僑
団
体
の
意
見
を
集
め
た

た
と
こ
ろ
賛
同
を
得
た
。
三
七
年
九
月
二
六
日
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
第
一
回
華
僑
救
国
代
表
大
会
を
開
催
し
、
一
五
地
区
代
表
四
二
人
が
参
加
し
た
。

代
表
大
会
は
華
僑

款
救
国
総
会
（
以
下
、
華
僑
連
合
総
会
と
略
称
）
の
成
立
を
決

定
し
、
劉
錦
梁
、
邵
岳
藩
、
楊
湯
城
、
郭
期
頤
、
周
礼
才
、
梅
皋
、
陳
検
業
、
楊
培

基
、
応
海
潮
な
ど
二
一
人
が
第
一
回
委
員
と
な
っ
た
。
会
議
で
は
、「
区
他
哠
・
修

付
侖
」
華
僑
連
合
会
提
起
の
長
期
救
国
献
金
「
星
期
額
捐
」（
週
献
金
ノ
ル
マ
）
を

受
け
入
れ
、「
一
〇
月
一
日
」
か
ら
全
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
に
対
し
て
実
施
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
会
後
、
各
地
区
に
分
け
て
支
会
と
分
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
な

り
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
、
ダ
ニ
デ
ィ
ン
、
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
に

は
そ
れ
ぞ
れ
支
会
が
設
立
さ
れ
）
47
（

た
。
さ
ら
に
三
七
年
一
一
月
か
ら
三
八
年
二
月
の
間

に
前
後
五
回
に
わ
た
っ
て
古
着
を
大
箱
三
〇
箱
に
入
れ
て
、
香
港
東
華
医
院
に
送
っ

た
。
こ
れ
ら
は
傷
痍
軍
人
や
難
民
救
済
に
用
い
ら
れ
）
48
（

た
。

　

ま
た
、
①
四
邑
華
僑
は
華
僑
連
合
総
会
に
呼
応
し
て
救
国
献
金
活
動
を
積
極
的
に

お
こ
な
っ
た
。
ま
た
、
四
邑
会
館
は
四
邑
華
僑
学
校
を
創
設
し
、
華
僑
子
弟
に
中
国

語
や
中
国
伝
統
文
化
を
教
え
た
。
さ
ら
に
『
四
邑
青
年
季
刊
』
を
刊
行
し
、
中
国
文

化
や
倫
理
道
徳
を
掲
載
し
た
。
②
東
増
会
館
は
抗
戦
時
期
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

中
国
総
領
事
館
は
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
領
事
館
の
随
習
領
事
余
職
愼
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

総
領
事
館
の
副
領
事
に
異
動
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
余
職
愼
は
台
山
籍
で
、
華
僑
知
識

分
子
で
あ
る
。
長
期
間
、
領
事
館
で
働
い
た
経
験
か
ら
華
僑
状
況
に
熟
知
し
て
お

り
、
そ
の
権
益
を
守
る
た
め
尽
力
し
た
。
そ
こ
で
、
東
増
会
館
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
の
華
僑
団
体
を
代
表
し
て
国
民
政
府
外
交
部
に
余
職
愼
の
残
留
を
願
い
出
た
。
外

交
部
と
し
て
も
特
別
に
余
職
愼
の
残
留
を
許
可
す
る
と
共
に
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
副
領

事
へ
の
昇
格
を
お
こ
な
っ
）
49
（

た
。

　

三
八
年
三
月
に
第
二
回
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
救
国
代
表
大
会
を
開
催
し
、
二

項
目
の
決
議
を
お
こ
な
っ
た
。
①
救
国
献
金
は
華
僑
連
合
総
会
に
す
べ
て
集
中
し
た

後
、
国
民
政
府
中
央
に
直
接
為
替
送
付
す
る
。
②
救
国
公
債
の
販
売
推
進
の
任
務
を

引
き
受
け
る
。
こ
の
よ
う
に
抗
日
救
国
献
金
運
動
は
活
発
に
展
開
さ
れ
、
日
本
敗
戦

ま
で
持
続
し
た
。
た
だ
し
少
数
の
華
僑
は
献
金
に
応
じ
な
か
っ
た
。
生
活
困
難
で
応

じ
ら
れ
な
い
こ
と
は
致
し
方
な
い
が
、
あ
る
華
僑
は
他
の
華
僑
が
献
金
そ
れ
自
体
に

反
対
し
、
中
傷
す
る
デ
マ
を
飛
ば
し
た
。
彼
ら
は
「
漢
奸
」、「
売
国
奴
」
と
非
難
さ

れ
）
50
（

た
。
こ
の
よ
う
に
、
献
金
、
救
国
公
債
購
入
は
あ
る
面
か
な
り
強
制
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。

　

三
八
年
一
〇
月
、
日
本
軍
は
広
州
を
占
領
し
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
家
族

は
多
く
が
広
州
付
近
に
住
ん
で
お
り
、
一
グ
ル
ー
プ
の
家
族
が
戦
禍
を
逃
れ
て
難
民

資
格
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
避
難
し
て
き
た
。
婦
女
二
四
九
人
、
子
供
が
二
四
四

人
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
楊
湯
城
の
妻
黄
玉
蘭
も
子
供
二
人
も
含
ま
れ
て
い
た
。
当
時

の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
の
入
国
規
定
に
よ
れ
ば
、
一
人
「
二
〇
〇
ポ
ン
ド
」

（
子
供
も
同
額
か
無
料
か
不
明
）
の
保
証
金
を
出
し
て
二
年
間
の
居
留
期
間
が
認
め

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
居
留
時
期
に
生
ま
れ
た
子
供
を
含
み
二
年
後
に
は
帰
国
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
太
平
洋
戦
争
勃
発
に
よ
っ
て
交
通
が
断
絶
し
、
帰
国
す

る
術
を
失
っ
た
。
当
時
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
民
も
日
本
軍
の
中
国
侵
略
に
批
判

的
で
華
僑
に
同
情
し
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
連
合
総
会
は
中
国
領
事
館

の
支
持
を
得
て
、
か
つ
幾
つ
か
の
宗
教
団
体
が
人
道
上
か
ら
同
情
を
示
し
、
ニ
ュ
ー
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
歴
史
と
そ
の
特
質
（
菊
池
）

ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
に
対
し
て
華
僑
家
族
の
居
留
権
を
申
請
し
）
51
（
た
。
た
だ
し
華
僑
の
永

住
権
を
認
め
た
の
は
戦
後
の
一
九
四
七
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
連
合
国
の
一
員
で
あ

り
、
華
僑
は
祖
国
中
国
の
抗
日
戦
争
を
積
極
的
に
支
援
で
き
た
外
、
連
合
国
の
反

フ
ァ
ッ
シ
ョ
戦
争
を
支
援
し
た
。
例
え
ば
、
一
九
四
〇
年
ダ
ニ
デ
ィ
ン
で
は
市
民
大

会
が
開
催
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
遠
征
軍
が
ア
フ
リ
カ
で
の
戦
争
作
戦
に
参
加

す
る
将
兵
に
対
し
て
献
金
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
も
華
僑
連
合
総
会
下
の

「
区
他
哠
・
修
付
侖
」
華
僑
連
合
会
は
ま
ず
献
金
を
ダ
ニ
デ
ィ
ン
市
慰
労
会
に
差
し

出
し
）
52
（
た
。
華
僑
の
主
な
役
割
は
参
軍
す
る
と
い
う
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
内
で

の
防
空
救
護
活
動
な
ど
、
い
わ
ば
後
方
支
援
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
四
一
年
一
月
外
交
部
に
よ
れ
ば
、
海
外
部
処
長
の
駱
介
子
を

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
お
よ
び
南
太
平
洋
各
地
に
派
遣
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
目
的
は
国
民
党
総
裁
蔣
介
石
の
書
簡
を
携
え
、
各
地
華
僑
を
慰

撫
し
、
同
時
に
華
僑
航
空
救
国
捐
、
節
約
建
国
儲
蓄
運
動
な
ど
を
宣
伝
、
推
進
す
る

重
要
使
命
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
。
か
く
し
て
、
駱
介
子
は
予
定
通
り
出
発
し
た
模

様
で
あ
る
が
、
シ
ド
ニ
ー
総
領
事
館
か
ら
四
月
一
〇
日
付
け
電
報
が
入
っ
た
。
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
要
人
と
そ
れ
ぞ
れ
会
見
す
る
た
め
、
駱
介
子
の
所
持
し
た
（
中
国
紹
介

の
）
記
録
映
画
な
ど
を
検
査
し
た
と
こ
ろ
、「
八
路
軍
の
紫
荊
関
一
帯
で
の
遊
撃

戦
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
放
映
す
れ
ば
、
将
来
、
華
僑
の
誤
解
を
引
き
起
こ
す
こ
と

が
憂
慮
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
海
外
部
長
劉
維
熾
は
「
駱
介
子
同
志
」
の
こ
の
件

は
当
地
の
華
僑
に
告
発
さ
れ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
総
支
部
と
前
後
し
て
電
報
が
来
て

お
り
、
か
つ
「
駱
介
子
同
志
」
か
ら
も
心
痛
極
ま
り
、
一
切
の
職
務
か
ら
解
放
し
て

帰
国
さ
せ
て
欲
し
い
と
の
申
立
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、「
敵
偽
奸
党
」（
汪
精
衛
派
）

が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
当
局
に
中
傷
、
密
告
し
た
こ
と
を
臭
わ
せ
）
53
（
た
。
こ
う
し
た
経
緯

で
お
そ
ら
く
駱
介
子
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
訪
問
は
取
り
や
め
、
一
二
月
二
五
日

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
中
国
に
直
接
帰
国
し
た
。
中
共
の
八
路
軍
活
躍
の
記
録
映
画

は
第
二
次
国
共
合
作
下
と
は
い
え
、
新
四
軍
事
件
な
ど
国
共
摩
擦
が
厳
し
さ
を
増
し

て
い
る
時
期
で
あ
り
、
国
民
党
内
で
も
問
題
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
汪
精
衛
派
と
し

て
は
、
共
産
主
義
を
嫌
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
当
局
、
華
僑
を
巻
き
込
ん
で
揺
さ
ぶ
り

を
か
け
、
蔣
介
石
・
国
民
党
の
救
国
献
金
運
動
を
妨
害
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
見
な

せ
る
。

六　

太
平
洋
戦
争
の
勃
発
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑

　

一
九
四
一
年
一
二
月
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、
戦
火
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

に
も
迫
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
ダ
ニ
デ
ィ
ン
市
は
救
護
隊
を
組
織
し
た
。
楊
湯
城
は

「
区
他
哠
・
修
付
侖
」
支
会
か
ら
華
僑
青
年
二
〇
数
人
を
選
抜
し
て
救
護
隊
に
参
加

さ
せ
、
ま
た
、
彼
ら
は
防
空
な
ど
の
工
作
を
担
当
し
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
ア

メ
リ
カ
軍
の
訓
練
と
補
給
基
地
と
な
っ
た
。
当
時
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
青

果
栽
培
を
重
視
し
た
。
大
部
分
の
青
果
栽
培
は
華
僑
が
お
こ
な
っ
て
お
り
、
ア
メ
リ

カ
軍
に
そ
れ
ら
を
供
給
し
）
54
（
た
。

　

一
九
四
二
年
七
月
に
首
都
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
で
代
表
大
会
が
開
催
さ
れ
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
農
業
総
会
（
以
下
、
華
農
総
会
と
略
称
）
設
立
を
決
議
し
、
各
地

の
農
会
は
華
農
総
会
に
所
属
す
る
分
会
と
な
っ
た
。
総
会
会
長
に
は
黄
咏
沂
を
選
出

し
た
。
書
記
は
伍
本
立
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
語
、
特
に
英
語
の
交
渉
能
力
が
重
視

さ
れ
た
。
中
文
秘
書
は
趙
国
俊
で
あ
り
、
特
に
呉
何
枝
を
英
文
書
記
兼
幹
事
と
し
て

招
聘
さ
れ
、
登
記
、
お
よ
び
政
府
の
関
係
各
部
門
や
西
農
会
（
白
人
農
会
）
と
連

繋
、
接
触
し
、
野
菜
栽
培
、
販
売
な
ど
各
方
面
で
意
見
を
提
起
し
た
。
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華
農
総
会
が
成
立
す
る
と
、
西
農
会
が
代
表
大
会
を
開
催
し
、
華
農
総
会
代
表
を

招
聘
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
農
会
は
融
和
の
姿
勢
を
見
せ
ず
、
数
の
力
で
出

席
し
た
華
農
総
会
代
表
に
圧
力
を
か
け
、
代
表
は
退
席
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
う

し
た
状
況
に
対
処
す
る
た
め
緊
急
な
華
農
総
会
代
表
大
会
を
独
自
に
開
催
し
て
対
策

を
相
談
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
う
し
た
折
り
、
西
農
会
会
長
か
ら
交
渉
し
た
い
と
の

電
話
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
華
農
総
会
会
長
の
黄
咏
沂
と
西
農
会
会
長
の
Ｂ
・
Ｖ
・

ク
ッ
ク
ス
レ
ー
（B. V. Cooksley

）
の
会
談
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
時
、
ク
ッ
ク
ス

レ
ー
は
、
中
央
委
員
会
を
組
織
し
、
両
農
会
を
統
括
し
た
い
と
提
起
し
た
。
続
け
て

彼
は
主
席
一
人
に
つ
い
て
は
西
農
会
会
長
が
兼
任
、
副
主
席
三
人
は
全
て
西
農
会
か

ら
派
遣
、
た
だ
し
中
央
委
員
会
委
員
は
一
六
人
、
両
農
会
か
ら
各
八
人
と
す
る
こ
と

を
提
案
し
た
。
黄
咏
沂
は
か
な
り
不
公
平
な
人
事
と
考
え
た
が
承
諾
し
た
。
な
ぜ
な

ら
華
農
総
会
が
初
歩
的
と
は
い
え
発
言
権
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
し
ば
ら
く
忍
耐

し
、
変
化
を
待
つ
と
考
え
た
か
ら
だ
。
華
農
総
会
は
黄
咏
沂
、
呉
何
枝
、
周
重
民
、

石
松
、
朱
成
基
、
陳
鎮
威
、
陳
松
興
、
周
耀
星
の
八
人
を
第
一
回
中
央
委
員
会
委
員

に
指
名
し
た
。
中
央
委
員
会
で
は
農
作
物
価
格
問
題
で
交
渉
し
た
。
華
農
総
会
と
し

て
は
、
政
府
が
野
菜
の
最
低
価
格
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
農
作
物
の
最

高
価
格
と
最
低
価
格
の
設
定
が
必
要
と
主
張
し
た
。
当
時
、
農
作
物
販
売
は
二
種

あ
っ
た
。
一
種
は
白
人
が
主
に
お
こ
な
っ
て
お
り
、
缶
詰
と
か
冷
凍
野
菜
と
か
の
加

工
業
に
大
量
に
卸
す
も
の
で
比
較
的
安
価
で
あ
っ
た
。
他
方
、
華
農
生
産
の
農
作
物

は
市
場
販
売
の
価
格
が
高
い
。
最
低
価
格
を
規
定
し
な
い
と
、
安
価
な
缶
詰
の
み
売

れ
て
、
華
農
に
は
不
利
で
あ
る
。
華
農
総
会
は
西
農
会
の
反
発
に
よ
り
や
む
な
く
列

入
品
目
を
減
ら
し
、
一
般
家
庭
で
日
常
生
活
で
用
い
る
馬
鈴
薯
、
玉
葱
、
人
参
な
ど

の
双
方
の
最
低
価
格
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
華
農
の
利
益
を
維
持
し
）
55
（
た
。

　

一
九
四
二
年
に
は
、
船
員
差
別
問
題
が
浮
上
し
た
。
香
港
か
ら
の
汽
船
ケ
ン
ル

ワ
ー
ス
号
に
中
国
人
船
員
四
九
人
が
乗
船
し
て
い
た
。
中
国
人
船
員
は
戦
時
の
航
海

が
危
険
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
白
人
船
員
と
の
間
で
差
別
待
遇
を
受
け
る
こ
と
に
不
満

を
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
白
人
海
員
の
月
賃
金
八
英
ポ
ン
ド
に
対
し
て
中
国
人
海

員
は
僅
か
一
英
ポ
ン
ド
余
で
、
約
八
分
の
一
で
あ
る
。
同
船
が
ダ
ニ
デ
ィ
ン
入
港
し

た
時
、
中
国
人
船
員
は
「
区
他
哠
・
修
付
侖
」
支
会
に
支
援
を
求
め
た
。
そ
こ
で
、

同
連
合
会
は
楊
湯
城
ら
執
行
委
員
三
人
を
派
遣
し
、
船
長
と
交
渉
し
、
最
終
的
に
白

人
船
員
と
同
等
の
賃
金
を
獲
得
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
国
人
船
員
は
感
謝
の
気

持
ち
と
し
て
救
国
献
金
一
二
〇
英
ポ
ン
ド
を
差
し
出
し
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
一
九
四
四
年
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
汽
船
内
で
中
国
人
船
員
が
白
人
船
員
に

侮
辱
さ
れ
た
。
中
国
人
船
員
の
兄
弟
は
怒
っ
て
白
人
船
員
を
殴
り
つ
け
、
負
傷
さ
せ

た
。
同
船
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
「
弗
卡
塔
爾
」
港
に
停
泊
し
た
時
、
兄
弟
は
殺

人
未
遂
罪
で
告
訴
さ
れ
、
拘
留
さ
れ
た
。「
他
哠
・
修
付
侖
」
支
会
は
そ
の
こ
と
を

知
り
、
直
ち
に
人
員
を
派
遣
し
た
。
そ
し
て
、
元
々
の
原
因
が
白
人
船
員
の
華
僑
兄

弟
に
対
す
る
差
別
的
な
発
言
と
し
て
、
華
僑
連
合
総
会
と
中
国
領
事
館
に
支
援
を
求

め
た
。
弁
護
士
を
雇
い
、
領
事
館
、
華
連
総
会
か
ら
も
人
員
を
出
廷
さ
せ
、
か
つ
通

訳
も
つ
け
た
。
か
く
し
て
、
兄
弟
は
無
罪
釈
放
に
こ
ぎ
着
け
）
56
（

た
。
こ
う
し
て
「
他

哠
・
修
付
侖
」
支
会
は
人
権
や
経
済
的
不
平
等
に
関
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た
。

　

こ
の
他
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
連
合
総
会
は
抗
戦
期
間
、
華
僑
の
「
為
替
購

入
証
」
取
得
申
請
を
支
援
し
た
。
元
来
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
外
国
為
替
兌
換
が
自

由
な
国
家
で
あ
っ
た
。
外
国
為
替
が
必
要
な
時
、
随
時
銀
行
で
購
入
で
き
た
。
だ

が
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
後
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
外
国
為
替
が
「
敵

国
」（
独
・
伊
・
日
な
ど
）
に
流
出
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
外
国
為
替
統
制

を
実
施
し
、「
為
替
購
入
証
」
取
得
を
義
務
づ
け
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
華
僑
は
外
国

269
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
歴
史
と
そ
の
特
質
（
菊
池
）

為
替
を
中
国
の
家
族
に
送
る
場
合
、
銀
行
に
対
し
て
外
国
為
替
申
請
し
な
く
て
は
な

ら
な
く
な
り
、
か
つ
限
度
額
も
設
定
さ
れ
た
。
当
初
、「
五
英
ポ
ン
ド
」
が
限
界
と

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
改
定
さ
れ
、
毎
戸
半
年
に
一
回
申
請
で
き
、「
四
五
英
ポ
ン

ド
」
を
限
度
と
改
訂
さ
れ
た
。
比
較
的
大
き
い
都
市
な
ど
に
は
複
数
の
銀
行
が
あ

り
、
ど
こ
で
も
申
請
で
き
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
輸
出
商
（
華
僑
、
白
人
？
）
は
華

僑
に
高
価
で
外
国
為
替
を
購
入
す
る
と
投
機
的
に
持
ち
か
け
、
問
題
を
引
き
起
こ
し

た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
そ
れ
を
知
り
、
中
国
領
事
館
に
対
し
て
華
僑
一
人

一
人
に
身
分
証
を
発
行
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
銀
行
に
対
し
て
外

国
為
替
申
請
を
ス
ム
ー
ズ
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
領
事
館
は
人
手
不
足

で
、
引
き
受
け
ら
れ
な
い
と
断
っ
た
。
そ
の
後
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
と
折
衝

が
続
け
ら
れ
、
結
局
、
華
僑
連
合
総
会
が
こ
の
事
務
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
し
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
こ
う
し
た
や
り
方
は
決
し
て
妥
当
な
解
決
策
で

な
い
と
し
て
、
あ
る
華
僑
が
外
国
為
替
を
申
請
す
る
場
合
、
一
、
二
人
の
華
僑
が
同

時
に
銀
行
に
対
し
て
署
名
し
た
保
証
書
を
提
出
す
べ
き
と
し
た
。
こ
う
し
て
、
手
続

き
が
さ
ら
に
煩
雑
に
な
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
華
僑
連
合
総
会
が
承
認
し
た
後
、
各

地
の
分
支
会
に
対
し
て
証
明
書
を
発
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
証
明
書
を
「
外

国
為
替
購
入
証
」（
後
述
）
と
称
す
）
57
（
る
。

　

華
僑
連
合
総
会
は
、
華
僑
為
替
を
中
国
に
送
付
す
る
際
、
当
地
政
府
に
制
限
さ
れ

て
い
る
。
中
国
銀
行
は
す
で
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ
ー
に
分
店
を
設
立
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
も
支
店
、
も
し
く
は
辦
事
処
を
設
立
し
、

華
僑
為
替
の
便
を
図
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
総
領
事
館
に
要
請
し

た
。
そ
こ
で
、
四
二
年
五
月
外
交
部
に
対
し
て
シ
ド
ニ
ー
銀
行
と
大
使
館
、
領
事
館

が
合
同
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
華
僑
の
中
国
留
守
家
族
へ
の
登
記
と
為
替
弁
法
を
統
一

的
に
お
こ
な
う
こ
と
の
指
示
を
求
め
た
。
そ
の
上
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
華
僑
は
識
字

者
が
と
り
わ
け
少
な
く
、
か
つ
郵
便
・
電
信
が
遅
滞
し
て
お
り
、
緊
急
な
対
応
が
で

き
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
四
二
年
七
月
シ

ド
ニ
ー
銀
行
分
店
の
開
業
以
来
、
こ
う
し
た
状
況
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。

そ
こ
で
、
四
三
年
一
、
二
月
に
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ

ル
バ
ン
ク
に
華
僑
為
替
な
ど
の
代
行
を
依
頼
し
た
が
、
ま
だ
回
答
が
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
外
交
部
に
中
国
銀
行
支
店
の
開
業
を
依
頼
し
た
）
58
（
い
、
と
強
く
求
め
た
。
た

だ
し
戦
時
期
に
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
中
国
銀
行
支
店
が
開
業
し
た
と
い
う
形
跡

は
な
い
。

　

華
僑
連
合
総
会
代
表
大
会
で
、
あ
る
人
が
制
限
案
を
提
起
し
て
「
救
国
長
期
献
金

を
規
定
通
り
出
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
は
総
会
が
（
外
国
為
替
購
入
証
の
申
請

を
）
受
理
す
べ
き
で
は
な
い
」、
と
主
張
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
救
国
長
期
献
金

を
出
さ
ず
に
、
た
だ
自
ら
の
家
族
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
る
と
指
摘
し
、
非
難
し

た
。
こ
の
提
案
は
激
論
に
な
っ
た
が
、
結
局
「
抗
日
救
国
」
の
高
揚
下
で
採
択
さ
れ

た
。
こ
う
し
て
、
総
会
と
分
支
会
は
各
人
物
に
対
し
て
多
く
の
調
査
を
実
施
し
、
審

査
後
、
約
一
〇
〇
〇
件
の
「
外
国
為
替
購
入
証
」
を
発
給
し
た
。
総
会
は
理
財
員
の

余
求
、
呉
何
枝
二
人
に
担
当
、
責
任
を
持
た
せ
、
彼
ら
連
名
の
署
名
で
「
外
国
為
替

購
入
証
」
を
発
給
し
）
59
（
た
。
献
金
を
出
し
て
い
る
か
否
か
が
踏
み
絵
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

四
三
年
八
月
に
は
、
華
僑
連
合
総
会
は
合
同
で
第
八
次
全
属
代
表
大
会
を
開
催
し

て
い
る
。
総
会
、
お
よ
び
各
支
分
会
代
表
計
三
一
人
。
一
三
日
の
開
幕
式
後
、
一
九

日
か
ら
六
日
間
に
わ
た
り
会
議
一
五
回
を
お
こ
な
っ
た
。
会
議
で
採
択
さ
れ
た
案
件

の
一
つ
は
、
支
会
が
提
出
し
た
「
六
全
代
表
大
会
で
議
決
し
た
毎
年
各
支
分
会
を
一

回
巡
視
し
、
当
地
華
僑
に
対
し
て
抗
戦
建
国
工
作
、
お
よ
び
適
時
、
献
金
に
抵
抗
す

る
分
子
に
対
し
て
反
省
を
促
す
組
織
を
作
る
か
否
か
の
修
正
案
件
」
で
あ
っ
た
。
結
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愛
知
学
院
大
学
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学
部　

紀　

要　

第
四
八
号

局
、「
毎
回
の
代
表
大
会
閉
幕
時
、
各
代
表
分
隊
（
全
五
分
隊
？
）
が
所
属
各
支
分

会
を
一
回
巡
視
す
る
」
こ
と
と
し
た
。
同
時
に
会
務
期
に
は
そ
れ
に
協
力
、
必
要
時

に
は
領
事
館
と
連
絡
、
前
も
っ
て
華
僑
運
動
を
指
導
し
、
献
金
に
関
し
て
は
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
ド
ル
で
五
万
ド
ル
余
を
得
た
場
合
、
一
部
を
「
予
徴
額
捐
」（
予
め
徴

収
す
る
定
額
献
金
）、
お
よ
び
「
加
捐
」（
追
加
献
金
）
と
す
る
な
ど
具
体
的
に
決
定

し
た
。

　

八
全
代
表
大
会
の
各
関
係
議
案
は
⑴
救
国
、
⑵
華
僑
教
育
、
⑶
僑
務
、
⑷
会
務
に

分
け
て
要
約
す
る
と
、
以
下
の
通
り
に
な
る
、

　

⑴ 

救
国
関
係
議
案
―
①
中
華
救
護
隊
「
第
（
計
？
）
一
〇
隊
」
を
継
続
し
て
組

織
す
る
、
②
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
生
ま
れ
、
も
し
く
は
中
国
生
ま
れ
に
か
か
わ
り
な

く
有
職
華
僑
は
長
期
救
国
額
捐
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
の
責
任
を
果
た
す
、

③
領
事
館
に
当
地
政
府
と
の
交
渉
を
依
頼
し
、
華
僑
の
中
国
へ
の
為
替
送
付
、
建
国

儲
券
購
入
の
制
限
撤
廃
す
る
。

　

⑵ 

華
僑
教
育
関
係
議
案
―
「
国
家
の
た
め
の
学
生
・
人
材
育
成
奨
励
案
」
を
議

決
。
②
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
華
僑
児
童
国
語
学
校
の
校
長
兼
教
員
で
あ
る
楊
耀
墀
は
大
会

に
対
し
て
華
僑
連
合
総
会
と
総
領
事
館
が
人
員
を
派
遣
し
、
全
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

華
僑
学
校
の
調
査
を
合
同
で
お
こ
な
い
、
毎
年
一
回
、
華
僑
各
学
校
を
巡
回
視
察
す

る
。
そ
の
際
、
学
生
に
試
験
を
実
施
し
て
成
績
を
勘
案
し
て
奨
励
す
る
。

　

⑶ 

僑
務
関
係
議
案
―
①
凡
そ
華
僑
が
為
替
証
を
受
領
、
あ
る
い
は
代
理
為
替
購

入
証
を
買
上
げ
る
時
、
所
属
支
分
会
を
経
て
総
会
に
報
告
し
処
理
す
べ
き
で
あ
る
。

②
総
領
事
館
が
い
か
に
当
地
税
関
と
の
交
渉
を
依
頼
す
る
か
。（
総
会
？
）
主
席
が

（
総
）
領
事
館
に
代
表
劉
錦
梁
ら
九
人
を
指
名
派
遣
し
、
相
談
し
、
総
会
が
処
理
す

る
。
③
香
港
陥
落
前
に
、
華
僑
が
当
地
各
銀
行
か
ら
購
入
し
た
香
港
ド
ル
の
為
替
手

形
は
、
今
後
、
そ
の
ナ
ン
バ
ー
な
ど
を
総
会
が
登
録
し
、
将
来
、
当
地
銀
行
と
交
渉

し
、
華
僑
の
利
益
を
保
障
す
る
。
④
中
国
内
米
価
が
一
〇
〇
斤
が
三
〇
〇
〇
元
か
ら

六
〇
〇
〇
元
に
暴
騰
し
て
い
る
。
華
僑
家
族
か
ら
の
電
報
は
急
を
告
げ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
大
会
が
国
民
政
府
に
米
価
を
調
整
し
、
民
衆
の
困
窮
を
打
開
し
て
く
れ
る
よ

う
に
打
電
す
る
。

　

⑷ 

会
務
関
係
議
案
―
①
分
支
会
で
一
年
以
内
の
成
績
優
良
者
を
奨
励
す
る
。
②

『
大
事
週
刊
』
に
は
華
僑
献
金
姓
名
、
お
よ
び
そ
の
金
額
を
掲
載
す
る
。
③
巡
視
団

を
組
織
し
、
毎
年
一
回
各
分
支
会
を
巡
回
し
て
当
地
の
華
僑
に
抗
戦
建
国
工
作
を
報

告
し
、
か
つ
献
金
に
抵
抗
す
る
分
子
に
は
反
省
を
促
す
。
毎
回
、
代
表
大
会
閉
幕

後
、
各
代
表
分
隊
が
巡
視
し
、
あ
る
分
支
会
の
会
務
に
整
理
す
べ
き
点
が
あ
れ
ば
協

力
す
る
。
④
凡
そ
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
男
女
華
僑
で
居
住
権
を
有
し
、
あ
る
い
は

し
ば
ら
く
居
住
し
て
い
る
者
で
満
一
六
歳
以
上
は
総
会
に
会
費
を
納
め
る
べ
き
で
あ

る
。
⑤
組
織
条
例
を
修
正
し
、
支
会
執
行
委
員
は
一
一
〜
二
一
人
、
分
会
執
行
委
員

は
七
〜
一
一
人
に
改
め
る
等
々
で
あ
っ
）
60
（

た
。

　

と
こ
ろ
で
、
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
以
降
、
華
僑
家
族
は
二
年
間
の
期
限
が
過
ぎ
て

も
交
通
が
断
絶
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
出
国
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
上
、

中
国
国
内
も
不
安
定
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
妻
子
ら
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
居
住
し

続
け
、
子
供
は
進
学
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
見
て
一
部
の
「
宗
教
団
体
」

（
キ
リ
ス
ト
教
を
含
め
て
各
種
宗
教
か
）
は
、
こ
れ
ら
妻
子
に
居
留
権
を
与
え
る
よ

う
に
提
言
し
た
。
か
く
し
て
、
政
府
も
強
制
送
還
し
な
い
こ
と
を
保
証
し
た
。
こ
の

時
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
民
衆
の
中
に
は
何
ら
の
反
対
も
巻
き
起
こ
ら
な
か
っ
た
。

　

中
国
国
民
党
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
駐
在
支
部
は
第
二
次
常
会
で
、（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
）
総
領
事
館
に
対
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
と
、
暫
時
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

居
留
す
る
華
僑
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
「
移
民
新
例
」
に
な
ら
い
、
居
留
期
間
の
延

長
を
交
渉
す
る
よ
う
求
め
た
。
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
支
部
は
本
（
一
九
四
四
？
）
年
四
月
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
歴
史
と
そ
の
特
質
（
菊
池
）

一
一
日
総
領
事
館
に
対
し
て
書
簡
で
要
請
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
現
本
部
は

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
し
ば
ら
く
居
住
し
て
い
る
男
女
華
僑
は
毎
回
居
留
期
間
が
短

す
ぎ
、
満
期
に
お
い
て
期
間
延
長
の
手
続
き
に
労
力
を
使
い
大
変
苦
労
し
て
い
る
。

英
米
諸
国
は
我
国
（
中
国
）
に
対
す
る
不
平
等
条
約
を
す
で
に
取
り
消
し
、
我
国
の

国
際
的
地
位
は
す
で
に
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
当
地
政
府
は
華
僑
待
遇
を
こ
れ

を
契
機
に
改
善
す
べ
き
で
あ
る
」、
と
。
そ
こ
で
、
総
領
事
館
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
関
係
機
関
と
交
渉
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
際
の
提
案
理
由
は
、
①
華
僑

の
六
ヵ
月
か
ら
一
年
間
の
満
期
時
、
延
長
手
続
き
が
繁
雑
す
ぎ
る
。
②
近
隣
の
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
暫
居
華
僑
の
滞
在
を
「
一
九
四
五
年
六
月
三
〇
日
」
に
延
長
し

て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
も
同
様
に
す
る
こ
と
を
切
望
す
る
。
③
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
太
平
洋
戦
争
は
短
期
間
に
終
わ
ら
な
い
と
い
う
。
な
ら
ば
中

国
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
交
通
も
短
期
間
で
回
復
で
き
ず
、
華
僑
も
帰
国
で
き
な

い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
居
留
期
間
の
延
長
を
請
）
61
（
う
、
と
強
調
し
た
。
四
四
年
に

は
、
ア
ジ
ア
系
を
蔑
視
す
る
立
法
は
基
本
的
に
前
後
し
て
廃
止
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
で
そ
の
他
の
外
国
人
と
法
律
上
、
同
様
な
権
利
を
享
受
で
き
た
。
永
住
権
を

有
す
る
中
国
人
も
そ
の
妻
子
が
入
国
申
請
、
保
証
金
二
〇
〇
ポ
ン
ド
を
出
せ
ば
、
二

年
間
に
限
り
居
住
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
新
規
定
に
よ
り
五
〇
〇
家
族
、
妻

二
四
九
人
、
子
供
二
四
四
人
が
入
国
し
た
。
こ
の
結
果
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
在
住

の
華
僑
総
数
は
約
三
〇
〇
〇
人
と
な
っ
）
62
（
た
。
こ
の
よ
う
に
、
太
平
洋
戦
争
期
に
居
留

権
問
題
は
改
善
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

中
国
は
「
四
大
国
」
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
国
際
的
地
位
は
高
ま
っ
た
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
従
来
の
排
華
言
論
も
一
時
収
ま
っ
た
。
一
九
四
四
年
に

は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
中
国
人
に
対
す
る
法
律
面
の
差
別
条
項
を
取
り
消
し
、

人
頭
税
と
船
隻
乗
客
制
限
弁
法
は
正
式
に
廃
止
し
た
。
中
国
人
は
他
外
国
人
と
同
等

な
地
位
を
獲
得
す
る
に
至
り
、
一
切
の
外
国
人
関
連
法
規
の
適
用
を
受
け
る
だ
け
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
献
金
の
実
態
を
見
て
お
き
た
い
。
四
四
年
連
合
国
救
済
会
は
献
金
運
動

を
発
動
し
た
。
こ
の
際
、「
区
他
哠
・
修
付
侖
」
支
会
は
そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
、

献
金
の
み
な
ら
ず
、
楊
湯
城
の
妻
黃
玉
欄
ら
華
僑
婦
女
十
数
人
を
派
遣
し
、
売
花
バ

ザ
ー
を
展
開
し
、
成
果
は
大
き
く
、
連
合
軍
を
慰
労
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
八
年
抗

戦
中
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
は
抗
日
戦
争
と
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
戦
争
に
対
し
て
献

金
支
援
し
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
中
国
の
災
害
に
対
し
て
献
金
、
救
援
物
資
を

送
っ
た
。
例
え
ば
、「
区
他
哠
・
修
付
侖
」
支
会
（
？
）
は
河
南
の
旱
魃
、
広
東
の

米
恐
慌
な
ど
一
八
項
目
の
救
災
支
援
を
お
こ
な
っ
て
い
）
63
（
る
。

　

八
年
抗
戦
中
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
祖
国
中
国
に
対
す
る
献
金
総
額
は
二

四
万
英
ポ
ン
ド
余
り
で
あ
っ
た
。
国
民
政
府
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
は
三
七
〇
〇
人
余
で
、
一
人
当
た
り
で
計
算
す
る
と
、
献
金
額
は

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
あ
）
64
（
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
、
華
僑
総
数
の
少
な
い

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
献
金
総
額
は
必
然
的
に
少
な
く
、
そ
れ
を
批
判
す
る
海
外
華

僑
か
ら
の
言
動
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
反
発
し
、
個
々
人
が

出
し
た
献
金
額
の
多
さ
を
主
張
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
は
で
き
る
限
り
の
こ

と
は
し
た
と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

姜
明
清
編
『
捐
献
史
料
』
下
冊
に
所
収
さ
れ
て
い
る
史
料
か
ら
判
明
す
る
の
は
、

一
九
三
七
年
七
月
二
二
日
か
ら
一
一
月
一
〇
日
の
期
間
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑

連
合
会
（
連
合
総
会
）
か
ら
二
万
五
〇
〇
〇
元
、
同
一
万
元
、
同
一
万
二
〇
〇
〇
元

の
計
四
万
七
〇
〇
〇
元
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
華
僑
小
学
黄
徳
初
（
教
員
か
）
ら
一
三
〇

〇
元
な
ど
が
あ
っ
た
。
そ
の
他
、「
社
会
人
士
献
金
」（
四
三
年
七
月
か
ら
四
四
年
一

〇
月
）、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
、
国
民
党
員
、
白
人
ら
か
ら
約
九
九
二
英
ポ
ン
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部　

紀　

要　

第
四
八
号

ド
の
献
金
が
あ
っ
）
65
（

た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
数
字
は
献
金
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ

う
。
た
だ
し
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
華
僑
連
合
総
会
が
献
金
を
と
り
ま
と

め
、
最
終
的
に
行
政
院
、
財
政
部
宛
に
送
付
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
四

三
、
四
四
年
に
は
太
平
洋
戦
争
で
日
本
軍
と
戦
う
中
国
へ
の
支
援
に
白
人
「
社
会
人

士
」
か
ら
も
献
金
支
援
が
あ
っ
た
と
見
な
せ
る
。

　

こ
こ
で
押
さ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
両
大
戦
期
間
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
場

合
、
繰
り
返
す
が
、
兵
士
と
し
て
参
軍
し
た
華
僑
の
絶
対
数
は
少
な
い
。
イ
ギ
リ
ス

公
民
の
条
件
に
合
致
す
る
人
々
に
兵
役
義
務
が
あ
る
と
し
た
。
だ
が
、
大
多
数
の
華

僑
は
公
民
資
格
が
な
く
、
か
つ
高
齢
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
英
語
能
力
に
欠
け
て

い
た
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
時
、
華
僑
五

五
人
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
軍
に
入
隊
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
参
軍
し
た
の

は
三
九
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
エ
ン
グ
・
キ
ン
グ
（「
伊
昴
・
金
・
喬

豪
」）
の
父
は
ギ
ス
ボ
ー
ン
（G

isborene

）
で
有
名
な
華
商
で
あ
り
、
母
は
イ
ギ

リ
ス
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
、
エ
ン
グ
・
キ
ン
グ
の
甥

「
ジ
ョ
ー
ジ
」
が
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
軍
の
一
員
と
し
て
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
に
駐

屯
し
た
。
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
著
名
な
華
商
陳
達
枝
の
孫
で
あ
る
陳
耀
麟
が
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
空
軍
所
属
で
あ
っ
）
66
（

た
。
こ
れ
ら
の
僅
か
な
事
実
が
指
摘
で
き
る
の
み
で

あ
る
。
な
お
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
出
身
の
兵
士
が
直
接
太
平
洋
で
日
本
軍
と

戦
っ
た
と
の
史
料
は
つ
い
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

お
わ
り
に
代
え
て
─
─
日
本
敗
戦
後
の
状
況
と
楊
湯
城
の
足
跡

　

本
稿
で
は
、
遺
憾
な
が
ら
最
終
結
論
を
導
き
出
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に

実
証
面
で
も
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
調
査
、
収
集
し
た
一
級
史
料
で
あ
る
華
僑
新
聞

『
屋
崙
僑
声
』、『
中
国
大
事
週
刊
』
な
ど
も
締
め
切
り
期
限
の
関
係
か
ら
使
用
で
き

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
日
本
敗
戦
後
の
状
況
と
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
指
導

者
楊
湯
城
の
足
跡
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
締
め
く
く
り
と
し
た
い
。

　

周
知
の
如
く
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
日
本
は
無
条
件
降
伏
を
し
た
。
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
総
会
と
各
地
の
支
分
会
は
熱
烈
に
勝
利
を
祝
う
活
動
を
挙
行
し
、

広
範
な
華
僑
は
勝
利
の
喜
び
に
ひ
た
っ
た
と
さ
れ
）
67
（

る
。
だ
が
、
連
合
国
各
国
と
同
様

に
戦
争
勝
利
の
大
パ
レ
ー
ド
が
あ
っ
た
と
思
え
る
が
、
そ
れ
に
華
僑
が
参
加
し
た
か

否
か
は
史
料
を
探
し
た
が
、
不
明
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
四
六
年
八
月
一
三
日
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
連
合
総
会
は
第
一
一
回
代
表
大
会
を
開
催
し
た
。
そ
の
中
心
議
題

の
一
つ
は
全
体
華
僑
の
抗
日
戦
争
と
世
界
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
戦
争
の
推
進
で
あ
り
、
献

金
、
物
資
納
付
を
実
施
し
、
共
に
国
難
に
赴
き
、
抗
戦
必
勝
を
勝
ち
取
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
高
度
の
愛
国
主
義
と
国
際
主
義
の
精
神
を
体
現
す
る
も
の

だ
っ
た
」
と
総
括
し
た
。
そ
し
て
、
八
年
抗
日
戦
争
と
世
界
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
戦
争
支

援
の
献
金
、
物
資
納
付
な
ど
を
紹
介
し
、
救
国
献
金
の
任
務
は
す
で
に
完
成
し
た
と

宣
言
し
た
。
最
後
に
『
中
国
大
事
週
刊
』
の
停
刊
を
決
定
し
）
68
（

た
。
こ
の
『
中
国
大
事

週
刊
』
の
最
終
版
（
停
刊
）
も
各
自
の
献
金
額
な
ど
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
高
揚

し
た
様
子
は
見
え
な
い
。
何
故
か
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
国
土
が
戦
場
に
な
ら
な

か
っ
た
と
は
い
え
、
献
金
な
ど
で
き
る
限
り
の
こ
と
は
や
り
抜
い
た
と
の
安
堵
感
で

虚
脱
状
態
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
む
し
ろ
戦
後
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
で
華
僑
が
ど
の
よ
う
に
生
き
抜
い
て
い
く
の
か
に
考
え
を
巡
ら
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

最
後
に
華
僑
人
物
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
中
で
楊
、

黃
、
余
三
姓
が
最
も
人
数
が
多
く
、
歴
史
が
長
く
著
名
で
あ
る
。
そ
の
中
で
抗
日
戦

争
、
太
平
洋
戦
争
時
期
の
活
動
が
わ
か
る
楊
姓
、
特
に
楊
湯
城
（
企
業
家
で
華
僑
団
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
歴
史
と
そ
の
特
質
（
菊
池
）

体
指
導
者
）
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

　

楊
氏
家
族
の
起
点
は
、
一
八
六
六
年
頃
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
に
来
た
採
金
華
工
の
楊
勝
康
で
あ
る
。
四
代
目
の
楊
湯
城
は
一
九
〇
八
年
広
東

省
番
禺
県
で
生
ま
れ
、
二
二
年
父
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
移
住
。
二
七
年
一
九
歳

の
時
、
社
会
公
益
事
業
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
。
当
時
、
河
南
・
陝
西
・
甘
粛
の
大

水
害
と
旱
魃
の
被
災
者
が
飢
え
と
寒
さ
に
苦
し
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
、
楊
湯
城
、
周

炳
森
、
郭
期
頤
ら
は
救
災
献
金
活
動
を
開
始
し
た
。
そ
の
献
金
は
為
替
形
態
で
香
港

の
東
華
医
院
を
経
て
被
災
地
に
送
ら
れ
た
。
同
年
華
僑
、
白
人
両
代
表
に
よ
る
ウ
ェ

リ
ン
ト
ン
青
果
同
業
公
会
の
組
織
化
に
参
画
。
二
八
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
連

合
会
第
一
回
執
行
委
員
に
選
出
。
三
七
年
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
救
国
代
表
大
会

で
華
僑
籌
款
（
資
金
調
達
）
救
国
総
会
執
行
委
員
に
選
出
。
抗
戦
勝
利
後
の
一
九
四

七
年
、
華
僑
指
導
者
六
人
と
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
に
建
華
貿
易
公
司
（
董
事
長
兼
総
経
理

は
楊
湯
城
）
を
創
設
し
、
輸
出
入
貿
易
を
始
め
た
。
続
い
て
香
港
華
僑
と
共
に
裕
華

旅
行
者
を
始
め
た
。
五
〇
年
に
は
新
中
国
建
設
に
参
加
す
る
た
め
、
広
州
に
裕
華
染

色
工
場
を
建
設
し
、
そ
れ
は
五
六
年
公
私
合
営
工
場
と
な
っ
た
。
五
四
年
か
ら
八
〇

年
に
は
中
華
人
民
共
和
国
第
二
、
第
三
回
全
国
人
民
代
表
大
会
代
表
、
全
国
政
治
協

商
会
議
委
員
、
民
革
中
央
顧
問
委
員
な
ど
を
歴
）
69
（
任
。

　

こ
の
略
歴
を
見
る
と
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
典
型
的
な
一
族
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
一
族
の
起
点
は
採
金
華
工
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
父

も
そ
の
つ
て
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
移
住
。
四
代
目
の
楊
湯
城
は
青
年
の
時
か
ら

祖
国
中
国
の
災
害
に
対
す
る
献
金
を
お
こ
な
い
、「
祖
国
愛
」
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
華
僑
と
し
て
の
誇
り
を
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
中
国
侵
略
は
座
視

で
き
ず
、
各
種
救
国
運
動
を
展
開
す
る
。
ま
た
、
彼
は
華
僑
地
位
の
向
上
、
経
済
利

益
の
確
保
、
お
よ
び
抗
日
戦
争
支
援
の
た
め
、
青
果
同
業
公
会
や
華
僑
連
合
会
の
組

織
化
に
奔
走
し
、
参
画
し
て
い
る
。
戦
後
は
企
業
家
と
し
て
の
顔
を
見
せ
た
。
そ
し

て
、
蔣
介
石
・
国
民
党
か
ら
離
脱
、
中
国
共
産
党
支
持
に
傾
斜
、
海
外
華
僑
と
し
て

全
国
人
民
代
表
大
会
代
表
、
海
外
第
三
勢
力
と
し
て
全
国
政
治
協
商
会
議
委
員
な
ど

に
就
任
し
た
。
こ
う
し
た
軌
跡
は
、
ア
メ
リ
カ
華
僑
の
司
徒
美
堂
ら
に
近
い
。

註（
1
） 

劉
渭
平
「
紐
西
蘭
華
僑
簡
史
」『
澳
州
華
僑
史
』
所
収
、
星
島
出
版
社
、
一
九
八
九

年
、
二
一
三
〜
二
一
四
頁
な
ど
。
な
お
、
劉
渭
平
は
出
版
当
時
、
シ
ド
ニ
ー
大
学
東
ア

ジ
ア
学
系
教
授
。

（
2
） 

劉
渭
平
、
同
前
、
二
一
四
頁
。「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
」『
平
凡
社
大
百
科
事
典
』
第

一
一
巻
、
一
九
八
五
年
、
五
〇
一
頁
な
ど
。

（
3
） 

同
前
第
一
一
巻
、
五
〇
一
〜
五
〇
二
頁
参
照
。

（
4
） 

李
海
蓉
、
約
翰
・
特
納
（Joha B. Turner

）『
歴
史
影
像
中
的
新
西
蘭
華
人
（N

ew
 

Zealand Chinese In H
istorical Im

ages

）』
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
七

年
、
八
一
頁
。

（
5
） 

第
一
に
、
華
僑
史
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
①N

G
 Bickleen Fong, The Chinese 

in N
ew
 Zealad (H

ong Kong U
niversity Press, 1959 )

は
、
一
九
世
紀
か
ら
二

〇
世
紀
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
後
ま
で
を
視
野
に
入
れ
、
華
僑
の
移
動
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
移
住
、
税
金
、
お
よ
び
同
化
問
題
ま
で
も
視
野
に
入
れ
て
論
じ
て
い

る
。
だ
が
、
本
稿
が
意
識
し
て
い
る
第
二
次
世
界
大
戦
、
太
平
洋
時
期
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
の
状
況
、
動
態
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
問
題
意
識
か
ら
か
遺
憾
な
が
ら
簡
単
に

述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
初
期
華
工
の
採
金
中
心
に
論
じ
た
も
の
に
、
②Stevan 

Eldred G
rigg, D

iggers H
atters &

 W
hores: the Story of the N

ew
 Zealand 

G
old Rushes (Random

 H
ouse, 2008 ) 

③Peter Scott, O
pium

 and G
old (A. 

Taylor, 1977 )

が
あ
り
、
華
僑
待
遇
、
税
金
問
題
に
つ
い
て
は
、
④Paul G

oldsm
ith, 

W
e W

on, You Lost, Eat That!: a Political H
istory of Tax in N

ew
 

Zealand since 1840 (D
avid Ling Publishing, 

2008 )

⑤G
uide to Law

s 
and Policies Relating to the Chinese in N

ew
 Zealand 1871‒1997 (N

ew
 

Zealand Chinese Association, 2008 ) 

⑥Fung D
avid, Turning Stone into 
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部　

紀　

要　

第
四
八
号

Jade: the H
istory of N

ew
 Zealand Chinese A

ssociation (N
ew
 Zealand 

Chinese Association, 2014 )

な
ど
が
あ
る
。

 
 

第
二
に
、
戦
時
期
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
①
謝
国
富
「
抗
日
戦
争
期
間
的
新
西
蘭
華

僑
」『
華
僑
華
人
歴
史
研
究
』
一
九
九
二
年
第
二
期
は
、
僅
か
四
頁
の
小
論
文
で
あ
る

が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
経
済
的
地
位
、
農
業
を
主
と
す
る
重
要
な
役
割
、
組

織
化
を
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
な
が
ら
簡
潔
に
述
べ
る
。
そ
の
後
、
抗
戦
期
の
日
本
品
ボ

イ
コ
ッ
ト
、
宣
伝
、
献
金
な
ど
を
多
面
的
に
論
じ
参
考
に
な
る
が
、
華
僑
の
活
動
に
高

す
ぎ
る
評
価
を
与
え
、
華
僑
間
の
ト
ラ
ブ
ル
等
々
限
界
へ
の
言
及
が
皆
無
な
こ
と
は
問

題
で
あ
ろ
う
。
②M

ee-m
ee Phipps, D

estinies D
ivided: a W

orld W
ar 1 

Rom
ance of Chinese D

iaspora (Seriously Red Books, 2014 )

が
、
第
一
次

世
界
大
戦
期
の
移
住
・
移
動
問
題
を
論
じ
る
。
③Ron Asher, In The Jaw

s of 
The D

ragon: H
ow
 China is Taking O

ver N
ew
 Zealand A

nd A
ustralia 

(Tross 
Publishing, 

2016 )

は
、
主
に
戦
後
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
と
、
中
国
や
華
僑
と
の
関
係
に
ウ
エ
ー
ト
が
置
か
れ
て
お
り
、
太
平
洋
戦
争
期
に

日
本
軍
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
爆
撃
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
脅
威
に

な
っ
た
と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
他
、
当
時
の
史
料
が
少
な
い
中
で
本
稿
で
多

く
引
用
し
た
楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
上
）（
下
）、
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
全

国
委
員
会
文
史
資
料
委
員
会
編
『
文
史
資
料
選
輯
』
第
三
四
、
三
五
輯
（
総
一
三
三
、

一
三
四
輯
）
中
国
文
史
出
版
社
、
一
九
九
九
年
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
論
文
で
は
な
く
、

華
僑
指
導
者
楊
湯
城
の
回
憶
録
で
、
戦
時
期
を
中
心
に
華
僑
の
苦
難
と
活
動
を
生
き
生

き
と
書
い
て
お
り
、
大
変
参
考
に
な
る
。
た
だ
し
、
楊
湯
城
中
心
に
論
じ
、
自
ら
の
華

僑
組
織
化
、
献
金
活
動
な
ど
へ
の
高
い
評
価
等
々
で
あ
り
、
限
界
、
問
題
点
の
捨
象
、

記
憶
違
い
な
ど
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
実
証
面
で
他
史
料
で
強
化
を
図
る
。

 
 

第
三
に
、
華
僑
家
族
史
で
あ
る
が
、
①M

anying 
Ip

（
葉
宋
曼
瑛
）, 

D
ragons 

on The Long W
hite Cloud: Them

aking of Chinese N
ew
 Zealanders 

(Tandem
 Press, 1996 )

は
、
家
族
史
・
一
族
史
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、Ken Choy

（
一
九
二
一
年
生
ま
れ
）
は
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
学
で
農
業
修
士
を
取
得
し
た
が
、
そ
の

父Joe 
L. 
Choy

（
生
年
不
明
）
は
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
の
名
士
で

あ
っ
た
。Joe L. Choy

は
一
九
二
一
年
（
〜
二
二
年
）
に
短
期
間
発
行
さ
れ
た
最
初

の
華
僑
新
聞“M

ang 
Sing 

Tim
es ”

（『
民
声
報
』）
の
編
輯
者
で
あ
り
、
孫
文
支
持

を
打
ち
出
し
、
国
民
党
の
宣
伝
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
、
民

族
差
別
や
税
金
で
苦
し
ん
だ
こ
と
が
記
述
さ
れ
る
が
、
本
稿
が
最
大
の
目
的
と
し
て
い

る
、
華
僑
と
戦
争
と
の
関
係
、
そ
れ
に
い
か
に
参
画
し
た
か
な
ど
の
具
体
的
な
記
載
は

皆
無
に
等
し
い
。
他
に
、
②D

avid V., W
ong H

op etc., The Journeys of 
Tw
o Fam

ilies: Chan A
h Chee and Chan Sai Louie 1870 to 1940 

(Chinese N
Z O

ral H
istory Foundation, 

2014 )

③Jam
es N

g, Chinese 
Settlem

ent in N
ew
 Zealand, Past and Present: N

g Fon and his Fam
ily 

in N
ew
 Zealand (2001 )

な
ど
が
あ
る
。

 
 

そ
の
他
、
①
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
に
関
し
て
は
、
①Phoebe 

H
. 
Li, 
A
 
Virtual 

China Tow
n: the D

iasporic M
ediasphere of Chinese M

igrants in N
ew
 

Zealand (Brill, 2013 )

②
華
僑
と
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、G

eorge H
. M
cneur, The 

Church and the Chinese in N
ew
 Zealand (Presbyterian Bookroom

, 
1951 )

が
あ
る
。

（
6
） 

最
も
早
期
の
中
文
新
聞
は
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
で
中
国
国
民
党
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
駐
在

ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
分
部
が
出
し
た
一
九
二
一
年
七
月
一
一
日
創
刊
の
『
民
声
報
』
と
さ
れ

る
。
趙
平
鳴
と
周
仲
麟
が
編
輯
を
担
当
、
陳
兆
芳
が
印
刷
監
督
を
担
当
し
た
。
一
〇
日

毎
に
刊
行
さ
れ
、
一
部
六
ペ
ン
ス
で
あ
り
、
郵
送
費
を
含
め
て
年
費
一
六
シ
リ
ン
グ
で

あ
っ
た
。
そ
れ
も
二
年
も
経
た
ず
に
経
営
難
と
考
え
ら
れ
る
が
、
停
刊
に
な
っ
た
。
な

お
孫
文
の
北
伐
に
賛
同
し
て
い
た
。（
曹
小
傑
「
新
西
蘭
華
文
報
刊
伝
播
的
本
土
化
転

向
（1865 ‒1970

）」『
華
僑
華
人
歴
史
研
究
』
第
四
期
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
）。
そ
れ

以
外
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ
ー
で
出
し
て
い
た
新
聞
が
流
通
し
て
い
た
と
さ
れ

る
。

（
7
） 

『
屋
崙
僑
声
』（
な
お
、「
屋
崙
」
は
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
旧
漢
字
表
記
）
は
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
連
合
会
（N

ew
 Zealand Chinese  Association

、
後
に
本
文

で
述
べ
た
よ
う
に
「
華
僑
連
合
総
会
」
と
改
称
す
）
の
所
属
と
な
る
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
華

僑
連
合
会
が
一
九
三
八
年
一
一
月
か
ら
四
五
年
抗
戦
終
結
ま
で
刊
行
し
た
ガ
リ
版
印
刷

の
新
聞
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
五
月
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
政
府
の
要
求
に
よ
り
英
名
を

広
東
語
発
音
で“Q

-Sing Tim
es ”

と
し
、
二
週
間
毎
に
中
国
語
と
英
語
双
方
を
用
い

て
刊
行
し
た
。
戦
争
関
連
の
人
物
、
政
治
家
や
兵
士
を
挿
入
し
た
。
内
容
は
中
国
と
当

地
華
僑
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
り
、
華
僑
や
欧
州
系
各
商
店
の
広
告
も
あ
っ
た
。
そ

の
費
用
は
主
に
献
金
、
広
告
収
入
、
購
読
費
で
あ
り
、
一
部
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
駐

在
領
事
や
直
接
国
民
党
か
ら
の
支
援
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
同
新
聞
は
主
に
オ
ー
ク
ラ
ン
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ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
歴
史
と
そ
の
特
質
（
菊
池
）

ド
中
心
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
各
地
方
に
も
流
布
し
、
そ
の
他
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や

南
太
平
洋
諸
島
に
も
若
干
配
布
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
曹
小
傑
、
前
掲
論
文
参
照
）。

『
屋
崙
僑
声
』
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
立
図
書
館
で
現
物
の
写
真
撮

影
を
許
可
さ
れ
た
が
、
不
鮮
明
な
文
字
も
少
な
く
な
く
、
か
つ
冊
子
と
し
て
綴
じ
ら
れ

て
お
り
、
頁
と
頁
の
間
の
文
字
が
見
え
な
い
部
分
も
あ
っ
た
。

（
8
） 

『
中
国
大
事
週
刊
』（“N

ew
 Zealand Chinese W

eekly N
ew
s ”

）
は
、
一
九
三

七
年
盧
溝
橋
事
件
後
、
す
ぐ
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
連
合
会
が
成
立
し
、
す
ぐ
に

抗
日
宣
伝
報
道
工
作
を
強
化
す
る
た
め
、
ガ
リ
版
刷
り
の
『
中
国
大
事
週
刊
』（『
中
国

大
事
周
報
』
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、『
週
刊
』
の
誤
り
）
が
三
七
年
八
月

二
〇
日
に
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
で
刊
行
さ
れ
た
。
毎
期
一
〇
〜
二
〇
頁
ほ
ど
で
あ
る
。
当
初

の
編
輯
責
任
は
周
礼
才
、
後
に
華
連
総
会
秘
書
の
趙
国
俊
が
引
き
継
い
だ
。
周
藻
炎
、

楊
漢
基
ら
は
ガ
リ
切
り
、
ガ
リ
版
刷
り
な
ど
に
責
任
を
も
っ
た
。
同
紙
は
一
九
四
六
年

七
月
三
一
日
（
一
九
四
六
年
八
月
一
三
日
第
一
一
回
代
表
大
会
で
停
刊
決
定
）
ま
で
持

続
的
に
出
さ
れ
計
四
四
〇
期
で
、
発
行
部
数
は
毎
期
平
均
三
、
四
百
部
で
あ
る
。
第
二

期
以
降
、
一
冊
の
売
価
は
一
シ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
華
商
は
毎
週
一
〇
シ
リ
ン
グ
、
華

工
は
毎
週
一
〇
ポ
ン
ド
の
賃
金
か
ら
二
シ
リ
ン
グ
を
出
し
、
他
誌
と
異
な
り
、
商
業
公

告
は
な
い
。
大
部
分
が
中
国
内
か
ら
の
情
報
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
の

“
イ
ブ
ニ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
”、
イ
ギ
リ
ス
の
“
タ
イ
ム
ズ
”、
ソ
連
の
“
プ
ラ
ウ
ダ
”
の

記
事
の
中
文
訳
な
ど
を
転
載
し
た
。
雑
誌
発
行
の
費
用
は
雑
誌
購
読
費
で
あ
り
、
紙

代
、
印
刷
費
の
み
支
出
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
献

金
者
の
姓
名
は
雑
誌
の
「
芳
名
録
」
に
掲
載
し
た
（
曹
小
傑
、
前
掲
論
文
。
楊
湯
城

「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）、『
文
史
資
料
選
輯
』
総
一
三
四
輯
、
一
九
二
頁
な
ど
）。
同

週
刊
と
国
民
党
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
り
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
総
領
事
館
の
総
領
事
汪
豊

が
新
聞
題
字
を
書
き
、
毎
期
必
ず
孫
文
の
「
総
理
委
嘱
」
や
蔣
介
石
の
言
論
が
掲
載
さ

れ
た
。
同
週
刊
は
抗
日
戦
争
時
期
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
社
区
で
救
国
動
員
、
献

金
中
心
に
華
僑
を
鼓
舞
し
続
け
、
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
と
さ
れ
る
。
私
は
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
国
立
図
書
館
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
連
日
見
た
が
、
毎
週
出
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
合
刊
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
内
容
は
、
祖
国
中
国
の
抗
戦
状
況
で
あ
る

が
、
ま
た
世
界
的
な
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
動
向
に
目
を
配
っ
て
い
る
。
独
自
の
欄
を
設
け
、

華
僑
出
身
地
の
広
東
省
の
戦
況
は
重
視
し
て
い
る
。
抗
日
戦
争
の
状
況
、
国
民
政
府
、

外
交
部
、
僑
務
委
員
会
か
ら
の
通
達
、
お
よ
び
蔣
介
石
な
ど
の
言
動
、
ま
た
中
国
の
新

聞
の
転
載
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ソ
連
な
ど
の
新
聞
、
雑
誌
の
戦
時
状
況
に
関
す

る
訳
、
さ
ら
に
「
本
島
新
聞
」
で
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
領
事
館
の
通
達
、
華
僑
状
況
、

華
僑
の
献
金
、
財
物
支
援
、
お
よ
び
中
国
抗
戦
へ
の
支
援
活
動
な
ど
も
掲
載
し
て
い
る
。

（
9
） 

ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
で
出
て
い
た
新
聞“Evening Post ”

お
よ
び
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
の

“The N
ew
 Zealand H

erald ”

で
、
一
九
三
七
年
七
月
盧
溝
橋
事
件
、
一
九
四
一
年

一
二
月
太
平
洋
戦
争
勃
発
、
一
九
四
五
年
八
月
連
合
国
勝
利
・
日
本
敗
戦
等
々
、
そ
れ

ぞ
れ
重
要
事
件
周
辺
の
数
ヵ
月
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
焦
点
を
絞
り
華
僑
関
連
記
事

を
探
し
た
が
、
時
間
的
な
問
題
も
あ
り
、
遺
憾
な
が
ら
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
関
連
記
事
が
小
さ
く
見
逃
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
当
地
の
英
文
新
聞
は

華
僑
の
動
向
に
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
強
い
。

（
10
） 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
華
僑
の
移
動
を
探
る
た
め
、
タ
ス

マ
ニ
ア
州
立
図
書
館
に
お
い
て
ホ
バ
ー
ト
で
出
し
て
い
た
地
方
新
聞“The 

M
ercuriy ”

（1936, 12, 14

）
に
は
西
安
事
変
に
つ
い
て 

“Chinese 
Troops 

in 
Revolt D

em
and W

ar against Japan ” 

を
南
京
発
、
日
本
発
双
方
の
記
事
を
掲

載
、
ま
た
、
同
（1937, 7, 14

）
に
は ‘Fighting at Peipng, Japanese Retreat 

From
 G
ate City, Preparation for W

ar’

、
さ
ら
に
同
（1937, 7, 29

）
に
は
、

Fighting in China, Japanese Bugin O
perations on Large Scale’ 

等
々
の

記
事
を
次
々
掲
載
し
て
い
る
。
だ
が
、
華
僑
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
移
動
や
タ
ス

マ
ニ
ア
内
で
の
動
向
に
関
す
る
記
事
は
つ
い
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
11
） 

前
掲
『
歴
史
影
像
中
的
新
西
蘭
華
人
』
二
三
頁
。

（
12
） 

劉
渭
平
、
前
掲
書
、
二
一
四
〜
二
一
五
、
二
二
九
頁
。
陳
翰
笙
主
編
『
華
工
出
国
史

料
匯
編
』
第
八
輯
「
大
洋
州
華
工
」、
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
、
三
一
頁
。
以
下
、

「
大
洋
州
華
工
」
と
略
称
。

（
13
） 

「
大
洋
州
華
工
」
三
一
頁
。

（
14
） 

劉
渭
平
、
前
掲
書
、
二
一
八
頁
。

（
15
） 

劉
渭
平
、
同
前
、
二
一
四
〜
二
一
五
頁
。
な
お
、
一
九
四
五
年
農
業
に
従
事
す
る
華

僑
は
九
四
五
人
、
零
細
な
商
業
一
七
一
三
人
で
あ
る
（
同
前
、
二
二
九
頁
）。

（
16
） 
「
大
洋
州
華
工
」
三
三
〜
三
四
頁
。

（
17
） 
劉
渭
平
、
前
掲
書
、
二
一
五
頁
な
ど
。

（
18
） 

劉
渭
平
、
同
前
、
二
一
七
頁
。「
大
洋
州
華
工
」
三
四
〜
三
五
、
三
七
頁
。

（
19
） 

劉
渭
平
、
同
前
、
二
一
七
頁
。
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部　

紀　

要　

第
四
八
号

（
20
） 

「
大
洋
州
華
工
」
三
九
頁
。

（
21
） 
劉
渭
平
、
前
掲
書
、
二
一
九
頁
な
ど
。

（
22
） 
劉
渭
平
、
同
前
、
二
二
一
頁
。

（
23
） 
劉
渭
平
、
同
前
、
二
二
二
頁
。

（
24
） 

「
大
洋
州
華
工
」
四
一
頁
。

（
25
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
26
） 

陳
炯
明
（1878 ‒1933, 9

） 

は
広
東
省
海
豊
県
出
身
。
郷
紳
の
家
庭
に
生
ま
れ
、
生

員
。
国
民
党
系
軍
人
。
当
時
、
康
有
為
、
梁
啓
超
の
思
想
の
影
響
を
受
け
る
。
一
九
〇

六
年
広
東
法
制
学
堂
に
入
学
、
卒
業
、
民
族
主
義
に
目
覚
め
、
革
命
派
に
転
換
す
る
。

一
九
〇
九
年
上
海
で
中
国
同
盟
会
に
加
入
、
一
一
年
四
月
黄
興
指
揮
の
黄
花
崗
起
義
に

参
加
、
失
敗
後
、
香
港
に
亡
命
。
一
〇
月
辛
亥
革
命
が
開
始
さ
れ
る
と
、
広
東
省
東
江

で
民
軍
を
組
織
し
、
恵
州
を
攻
略
。
広
東
軍
政
府
の
副
都
督
（
都
督
は
胡
漢
民
）
に
就

任
。
一
三
年
袁
世
凱
打
倒
の
第
二
革
命
で
「
広
東
省
独
立
宣
言
」
に
参
画
。
第
二
革
命

失
敗
後
、
香
港
を
経
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
亡
命
。
当
時
、
孫
文
が
日
本
で
組
織
し
た
中

華
革
命
党
に
不
参
加
。
一
七
年
孫
文
は
段
祺
瑞
・
北
京
政
府
に
対
抗
す
る
形
で
広
東
軍

政
府
（
大
元
帥
は
孫
文
）
設
立
。
護
法
運
動
に
参
加
、
閩
粤
援
軍
総
司
令
に
就
任
。
二

〇
年
孫
文
の
要
請
で
広
東
省
に
進
攻
、
実
権
を
握
っ
て
い
た
広
西
派
を
排
除
。
孫
文
ら

は
広
東
軍
政
府
を
再
建
。
陳
炯
明
は
広
東
軍
総
司
令
兼
省
長
に
就
任
。
こ
う
し
て
広
東

軍
政
府
内
で
大
き
な
実
権
を
握
っ
た
。
省
長
と
し
て
陳
独
秀
ら
を
招
き
、
ま
た
都
市
改

良
、
道
路
建
設
、
教
育
改
革
な
ど
を
実
施
、
か
つ
連
省
自
治
運
動
も
積
極
的
に
推
進
。

こ
う
し
て
、
広
東
を
核
に
北
伐
に
よ
る
中
国
統
一
を
目
指
す
孫
文
ら
国
民
党
主
流
と
、

広
東
省
建
設
重
視
の
陳
炯
明
ら
広
東
派
地
方
勢
力
と
の
亀
裂
は
深
ま
っ
た
。
二
二
年
六

月
陳
炯
明
は
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
発
動
、
孫
文
ら
を
排
除
、
広
東
省
の
最
高
権
力
者
と

な
っ
た
。
だ
が
、
孫
文
ら
は
雲
南
・
広
西
両
部
隊
を
梃
子
に
逆
襲
し
、
二
三
年
二
月
孫

文
ら
が
広
州
を
奪
還
。
そ
の
後
も
陳
炯
明
は
東
江
地
区
を
基
盤
に
、
孫
文
創
設
の
広
東

国
民
政
府
に
敵
対
。
二
四
年
第
一
次
国
共
合
作
に
よ
っ
て
体
制
を
強
化
し
た
広
東
国
民

政
府
は
東
江
地
区
を
猛
攻
、
激
戦
と
な
っ
た
が
、
陳
炯
明
は
香
港
に
亡
命
、
致
公
堂
を

利
用
し
て
巻
き
返
し
を
狙
っ
た
が
、
再
起
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
三
三
年
九
月
病
死

（
塚
本
元
「
陳
炯
明
」、
山
田
辰
雄
編
『
近
代
中
国
人
名
辞
典
』
霞
山
会
、
一
九
九
五

年
、
七
五
〜
七
六
頁
な
ど
参
照
）。

（
27
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）
参
照
。

（
28
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
上
）、『
文
史
資
料
選
輯
』
第
三
三
輯
（
総
一
三
三

輯
）
中
国
文
史
出
版
社
、
一
九
九
九
年
な
ど
。

（
29
） 

劉
渭
平
「
紐
西
蘭
華
僑
簡
史
」
二
二
二
〜
二
二
三
頁
。

（
30
） 

曹
小
傑
、
前
掲
論
文
。

（
31
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
32
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
33
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
34
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
35
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
36
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
37
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
上
）。
な
お
、
一
九
四
八
年
四
月
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

華
僑
連
合
総
会
は
ダ
ニ
デ
ィ
ン
長
老
会
に
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
。

（
38
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
39
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
40
） 

国
史
舘020-990900-0043

外
交
部
『
華
僑
教
育
』（
一
）、
一
九
四
一
〜
五
〇
年
。

（
41
） 

「
大
洋
州
華
工
」
四
四
〜
四
五
頁
。

（
42
） 

「
大
洋
州
華
工
」
四
五
頁
。

（
43
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
上
）。

（
44
） 

前
掲
『
歴
史
影
像
中
的
新
西
蘭
華
人
』
一
四
一
頁
。
な
お
、
一
九
四
五
年
段
階
で
一

九
八
人
が
華
僑
と
マ
オ
リ
人
の
「
混
血
」
で
あ
り
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
増
大
し
た
と
い

う
（
劉
渭
平
「
紐
西
蘭
華
僑
簡
史
」
二
三
〇
頁
）。

（
45
） 

前
掲
『
歴
史
影
像
中
的
新
西
蘭
華
人
』
一
三
、
九
五
頁
。

（
46
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
47
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
48
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
49
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
50
） 
楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
51
） 
楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
上
）。

（
52
） 
楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
53
） 

国
史
舘020-011507-0012

外
交
部
『
海
外
部
処
長
駱
介
子
宣
慰
僑
胞
』
一
九
四
一

〜
四
二
年
。

261



─　  （　）─25

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
華
僑
の
歴
史
と
そ
の
特
質
（
菊
池
）

（
54
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
上
）。

（
55
） 
楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
上
）。

（
56
） 
楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
57
） 
楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
58
） 

国
史
舘
外
交
部
『
紐
西
蘭
法
国
僑
匯
』020-990600-2637-0011

「
財
政
部
代
電

│
│
関
於
在
紐
絲
倫
設
立
中
国
銀
行
支
行
事
」
一
九
四
三
年
三
月
一
九
日
。

（
59
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
60
） 

国
史
舘0670-3732
外
交
部
『
澳
洲
僑
務
案
』
所
収
、「
照
抄
駐
恵
霊
頓
総
領
事
館

報
告
」
一
九
四
三
年
九
月
三
〇
日
。

（
61
） 

国
史
舘0670-3732

外
交
部
『
澳
洲
僑
務
案
』
所
収
、
威
霊
頓
支
部
「
留
紐
暫
居
華

僑
延
展
居
留
期
案
」
一
九
四
五
年
（
？
）。

（
62
） 

劉
渭
平
、
前
掲
書
、
二
二
四
頁
。

（
63
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
64
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
65
） 

姜
明
清
編
『
捐
献
史
料
』
下
冊
、
国
史
舘
、
一
九
九
三
年
、
一
一
五
二
〜
一
二
七
八

頁
。
な
お
、「
社
会
人
士
」
に
は
華
僑
の
場
合
、「
僑
胞
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

以
外
の
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
士
」、
Ｐ
・
Ｆ
・
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
等
々
は
白
人
と
考

え
て
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
66
） 

前
掲
『
歴
史
影
像
中
的
新
西
蘭
華
人
』
九
九
〜
一
〇
一
、
一
〇
五
頁
。

（
67
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
68
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

（
69
） 

楊
湯
城
「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
上
）、「
新
西
蘭
華
僑
史
」（
下
）。

【
付
記
】
特
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
国
立
図
書
館
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
大
学
図
書
館
、
お
よ

び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
タ
ス
マ
ニ
ア
州
立
図
書
館
な
ど
で
は
お
世
話
に
な
っ
た
。
謝
意
を

表
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
、
平
成
三
〇
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
C
一
般
の
「
第
二

次
世
界
大
戦
期
に
お
け
る
オ
セ
ア
ニ
ア
華
僑
の
動
態
構
造
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
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